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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と、前記透過電
極に電気的に接続された反射電極とを有する画素電極とを有する第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、前記反射電極に電気的に接続された前記薄膜トランジスタを駆動する
前記ゲートバスラインと異なる他のゲートバスラインに絶縁層を介して対向しており、前
記反射電極に電気的に接続された前記薄膜トランジスタを駆動する前記ゲートバスライン
とは対向していない
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の液晶表示装置において、
　前記透過電極は、接続パターンにより互いに接続された複数の電極ユニットより成る
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
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　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記電極ユニットは、ベタ部と、前記ベタ部から前記電極ユニットの外周方向に延伸す
る複数の延伸部とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近
傍に形成された他の薄膜トランジスタを更に有し、
　前記他の薄膜トランジスタは、前記反射電極の下方に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインに隣接するように形成された蓄積容量バ
スラインを更に有し、
　前記蓄積容量バスラインの少なくとも一部が、前記反射電極の下方に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインに隣接するように形成された蓄積容量バ
スラインを更に有し、
　前記絶縁層の縁部が、前記蓄積容量バスライン上に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の表面に、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂直な筋状の凹凸が形
成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の表面に、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂直な第１の筋状の凹
凸と、前記ゲートバスラインの長手方向に対して平行な第２の筋状の凹凸とが形成されて
いる
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置及びその製造方法に係り、特に反射電極を有する液晶表示装置
及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　反射型液晶表示装置は、バックライトが不要であるため、消費電力が低く、薄型であり
、軽量化が可能であるため、注目されている。
【０００３】
　しかし、反射型の液晶表示装置は、周囲が暗い場合においては、良好な視認性が得られ
ない。
【０００４】
　一方、周囲が暗い場合であっても良好な視認性を得ることができる液晶表示装置として
、バックライトが設けられた透過型の液晶表示装置が提案されている。透過型の液晶表示
装置は、バックライトが設けられているため、周囲が暗い場合であっても、良好な視認性
が得られる。
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【０００５】
　しかし、透過型の液晶表示装置は、消費電流が大きいため、低消費電力化の要請を満た
し得ない。
【０００６】
　そこで、周囲が明るい場合には反射型の液晶表示装置として機能し（反射表示）、周囲
が暗い場合には透過型の液晶表示装置として機能しうる（透過表示）、反射透過型の液晶
表示装置が提案されている。
【特許文献１】特開平１１－１０１９９２号公報
【特許文献２】特開平１１－３１６３８２号公報
【特許文献３】特開２００１－３４３６６０号公報
【特許文献４】特開２０００－１１１９０２号公報
【特許文献５】特開２０００－２９８２７１号公報
【特許文献６】特開平１０－２６８２８９号公報
【特許文献７】特開２０００－２６７０８１号公報
【特許文献８】特開２００１－１６６２８９号公報
【特許文献９】特開２００２－２９６５８５号公報
【特許文献１０】特開２００２－２２１７１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、提案されている反射透過型の液晶表示装置では、反射電極と対向電極と
の間に所定の電圧が印加されず、反射表示の際に良好な表示品位が得られない場合があっ
た。
【０００８】
　また、提案されている反射透過型の液晶表示装置では、透過表示の際の明るさを十分に
確保しようとした場合には、反射表示の際の明るさが暗くなってしまっていた。ここで、
反射部の面積を大きくすることにより反射表示の際の明るさを向上することも考えられる
が、この場合には、透過部の面積が狭くなるため、透過表示の際の明るさが暗くなってし
まう。
【０００９】
　また、提案されている反射透過型の液晶表示装置では、透過表示の際における色濃度に
比べて、反射表示の際における色濃度が著しく濃くなってしまい、良好な表示品位が得ら
れないことがあった。
【００１０】
　本発明の目的は、透過表示と反射表示のいずれにおいても表示品位の良好な反射透過型
の液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は、ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成された
データバスラインと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に
形成された薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と
、前記透過電極に電気的に接続された反射電極とを有する画素電極とを有する第１の基板
と、前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２
の基板と、　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶
表示装置であって、前記反射電極は、前記反射電極に電気的に接続された前記薄膜トラン
ジスタを駆動する前記ゲートバスラインと異なる他のゲートバスラインに絶縁層を介して
対向しており、前記反射電極に電気的に接続された前記薄膜トランジスタを駆動する前記
ゲートバスラインとは対向していないことを特徴とする液晶表示装置により達成される。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明では、ゲートバスラインとデータバスラインとの交差部の近傍に形成された薄膜
トランジスタに画素電極が電気的に接続されており、その画素電極のうちの反射電極が、
他のゲートバスライン上に絶縁層を介して形成されている。ゲートバスラインは順次走査
されるため、２つのゲートバスラインに信号電圧が同時に印加されることはない。このた
め、ゲートバスラインに信号電圧が印加されて薄膜トランジスタがオンになり、反射電極
に電圧が印加された際には、他のゲートバスラインはオープンの状態となっている。この
ため、反射電極と他のゲートバスラインとの間に、大きな静電容量が形成されることはな
い。従って、本発明によれば、反射電極と対向電極との間の液晶層に印加される電圧が低
下するのを防止しつつ、透過領域として用いることができないスペースを有効活用するこ
とができる。従って、本発明によれば、透過部の面積が狭くなるのを防止しつつ、反射部
の面積を広くすることができ、表示品位の高い反射透過型の液晶表示装置を提供すること
ができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、反射電極の下方に絶縁層を介して、蓄積容量バスライン、薄膜
トランジスタ等が配置されているため、光が透過し得ない領域を更に有効活用することが
できる。従って、本発明によれば、透過部の面積が狭くなるのを防止しつつ、反射部の面
積をより広くすることができ、より表示品位の高い反射透過型の液晶表示装置を提供する
ことができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、絶縁層の縁部が蓄積容量バスライン等の上に位置しているため
、液晶分子の配向乱れ等が生じやすい領域である絶縁層の縁部近傍領域を、蓄積容量バス
ライン等により遮光することができる。従って、本発明によれば、ざらつきの発生やコン
トラストの低下を防止することができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、絶縁層にコンタクトホールを形成することなく、絶縁層の縁部
近傍領域において反射電極と透過電極とを接続しているため、反射効率の低下や表示品位
の劣化を防止することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、電極ユニットの中心線近傍に接続パターンを形成しているため
、４方向の配向分割に悪影響を与えることなく、電極ユニットと電極ユニットとを確実に
電気的に接続することができる。また、本発明によれば、電極ユニットの中心線近傍に接
続パターンを形成しているため、４方向の配向分割に悪影響を与えることなく、電極ユニ
ットとドレイン電極とを確実に電気的に接続することができる。また、本発明によれば、
電極ユニットの中心線近傍に接続パターンを形成しているため、４方向の配向分割に悪影
響を与えることなく、電極ユニットと反射電極とを確実に電気的に接続することができる
。従って、本発明によれば、良好な表示品位を確保しつつ、表示欠陥の発生を防止するこ
とができる。
【００２６】
　また、本発明では、筋目の方向がゲートバスラインの長手方向に対してほぼ垂直な凹凸
が絶縁層の表面に形成されており、絶縁層の表面に形成された凹凸を反映して、反射電極
の表面に同様の凹凸が形成されている。反射電極４８の表面に形成された殆どの凹凸の筋
目が同じ方向に揃っているため、殆どの凹凸における傾斜面の傾斜方位は同じ方位となる
。このため、本発明によれば、特定の方位から入射される光の反射率、例えば、左右方位
から入射される光の反射率を向上することができる。高い反射率が得られるような条件で
画面を見れば反射表示の際にも明るい表示が得られるため、透過表示の際における明るさ
を十分に維持しつつ、反射表示の際における表示の明るさを向上することができる。
【００２７】
　また、本発明では、第２の基板側に形成された配向規制用構造物が、第１の基板側の絶
縁層上に形成された反射電極に接しており、主として、第２の基板側の配向規制用構造物
の高さと第１の基板側の絶縁層の厚さとにより、液晶層の厚さが保持されている。本発明
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によれば、主として第２の基板側の配向規制用構造物と第１の基板側の絶縁層とにより液
晶層の厚さが保持されるため、液晶層の厚さを保持するための手段を別個に設けることを
要しない。従って、本発明によれば、簡便な構成の液晶表示装置を提供することができる
。
【００２８】
　また、本発明によれば、第２の基板側に配向規制用構造物が設けられているのみならず
、第１の基板側にも配向規制用構造物が設けられているため、液晶分子の配向方向をより
安定化させることができる。従って、本発明によれば、より表示品位の高い液晶表示装置
を提供することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明によれば、絶縁層の周縁部に反射電極が形成されていない領域が存在する
ため、絶縁層の周縁部の近傍においては、反射電極による斜め電界を小さくすることがで
きる。このため、本発明によれば、絶縁層の周縁部における液晶分子の配向乱れを抑制す
ることができ、より良好な表示品位を実現することができる。
【００３０】
　また、本発明では、絶縁層が各々の画素の反射部毎に島状に形成されており、筋目の方
向がゲートバスラインの長手方向に対してほぼ垂直な第１の凹凸と、筋目の方向がゲート
バスラインの長手方向に対してほぼ平行な第２の凹凸とが絶縁層の表面に形成されており
、絶縁層の表面に形成された凹凸を反映して、反射電極の表面に同様の凹凸が形成されて
いる。反射電極の表面に形成された第１の凹凸の殆どが同じ方向に揃っているため、殆ど
の第１の凹凸における傾斜面の傾斜方位は同じ方位となる。また、反射電極の表面に形成
された第２の凹凸の殆どが同じ方向に揃っているため、殆どの第２の凹凸における傾斜面
の傾斜方位は同じ方位となる。しかも、第１の凹凸における傾斜面の傾斜方位と第２の凹
凸における傾斜面の傾斜方位とは、ほぼ垂直である。このため、本発明によれば、例えば
、左右方位から入射される光のみならず、上下方位から入射される光をも、強い強度で液
晶表示装置の画面の正面に出射することができる。従って、本発明によれば、より良好な
表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【００３１】
　また、本発明では、電極ユニットのベタ部上に、表面に凹凸が形成された絶縁層を介し
て反射電極が形成されている。本発明によれば、反射電極がゲートバスライン上やデータ
バスライン上に形成されていないため、ゲートバスラインやデータバスラインと反射電極
との間に大きな静電容量が生じるのを防止することができる。従って、本発明によれば、
良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【００３２】
　また、本発明では、反射電極が、ベタ部の上方のみならず、蓄積容量バスラインの上方
にも形成されているため、透過領域として機能し得ない領域を反射領域として有効活用す
ることができる。従って、本発明によれば、反射効率を向上させることが可能となる。
【００３３】
　また、本発明によれば、反射部のうちの中央部にカラーフィルタ層が形成されており、
反射部のうちの中央部を除く領域にカラーフィルタ層が形成されていないため、反射部の
うちのカラーフィルタ層が形成されている領域と反射部のうちのカラーフィルタ層が形成
されていない領域との面積比を適宜設定することにより、反射部の色濃度を調整すること
ができる。このため、本発明によれば、透過部の色濃度に対して反射部の色濃度が著しく
濃くなってしまうのを防止することができ、ひいては、透過部における色濃度と反射部に
おける色濃度とをほぼ等しくすることもできる。
【００３４】
　また、本発明によれば、透過部に用いられているカラーフィルタ層と同一のカラーフィ
ルタ層を反射部にも用いることができるため、第２の基板に、透明樹脂より成る平坦化層
を形成することを要せず、低コスト化に寄与することができる。
【００３５】
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　また、本発明では、反射電極のうちの中心部のカラーフィルタ層の下に配向規制用構造
物が形成されている。本発明によれば、液晶層に印加される電圧を配向規制用構造物によ
り部分的に低下させることができるため、液晶層の位相差条件を調整することができる。
【００３６】
　また、本発明では、反射電極上及び透過電極下にカラーフィルタ層が形成されており、
反射電極上のカラーフィルタ層の厚さが透過電極下のカラーフィルタ層の厚さより薄く設
定されているため、反射部における色濃度が透過部における色濃度に対して著しく濃くな
ってしまうのを防止することができる。
【００３７】
　また、本発明によれば、反射電極上にカラーフィルタ層が形成されているため、反射部
の液晶層に印加される電圧を、反射電極上に存在するカラーフィルタ層により低下させる
ことができる。このため、本発明によれば、反射電極上に存在するカラーフィルタ層の厚
さを適宜設定することにより、反射部と透過部との位相差条件を合わせ込むことができる
。
【００３８】
　また、本発明によれば、カラーフィルタ層により第１の基板の表面が平坦化されている
ため、第１の基板と第２の基板との間に汎用のスペーサを配置するだけで、液晶層の厚さ
を保持することができる。即ち、本発明によれば、簡便な手段を用いて、液晶層の厚さを
保持することができる。
【００３９】
　また、本発明によれば、反射電極に同心状の凹凸が形成されており、反射部の無着色領
域における縦皺と横皺との存在比と、反射部の着色領域における縦皺と横皺との存在比と
がほぼ等しくなるように無着色領域が配されているため、無着色領域により反射される光
の出射方向と、着色領域により反射される光の出射方向とを、ほぼ等しくすることができ
る。このため、本発明によれば、反射領域における色濃度が、透過領域における色濃度と
比較して著しく濃くなってしまうのを防止しつつ、色再現範囲を広くすることができる。
【００４０】
　また、本発明では、反射電極の表面に筋状の凹凸が揃うように形成されており、筋状の
凹凸の端部を除く領域に着色領域が配されており、筋状の凹凸の端部を含むように無着色
領域が配されている。このため、明るい表示が得られるような条件では、広い色再現範囲
が得られる。一方、表示が暗くなるような条件では色再現範囲は狭くなるが、表示が暗く
なるような条件では、色再現範囲が狭いことが認識されにくいため、実用上は特段の問題
は生じない。従って、本発明によっても、良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供す
ることができる。
【００４１】
　また、本発明によれば、カラーフィルタ層の色によって無着色領域の面積を異ならせて
いるため、良好な白色表示を実現することが可能となる。
【００４２】
　また、本発明では、ゲートバスラインに沿うように樹脂層が帯状に形成されており、樹
脂層の表面に、筋目の方向が樹脂層の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸が形成されている
。本発明では、このような凹凸が形成された樹脂層上に反射電極が形成されているため、
樹脂層の表面の凹凸を反映して、反射電極の表面にも同様に凹凸が形成される。凹凸にお
ける傾斜面の傾斜方位は、ゲートバスラインの長手方向とほぼ一致する。このため、本発
明によれば、例えば左右方位から入射される光の反射率を高めることができる。即ち、本
発明によれば、例えば画面の左右方位又は上下方位から入射される光の反射率を高めるこ
とができる。従って、本発明によれば、反射表示の際における表示の明るさを向上するこ
とができる。
【００４３】
　また、本発明では、樹脂層が、互いに隣接する反射電極間の領域から突出する突出パタ
ーンを有している。突出パターンの先端においては、樹脂層の側壁の面の傾きが基板面に
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対して緩やかとなるため、導電膜をドライエッチングして反射電極を形成する際に、突出
パターンの先端部においては導電膜の残渣が生じにくい。このため、本発明によれば、互
いに隣接する反射電極が短絡するのを確実に防止することができる。
【００４４】
　また、本発明によれば、樹脂層の下に遮光膜が形成されているため、露光ステージによ
る光の反射を防止することができ、露光の際に樹脂層が不均一に感光してしまうことが防
止されている。従って、本発明によれば、樹脂層の表面に凹凸をムラなく形成することが
でき、良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【００４５】
　また、本発明によれば、樹脂層が島状に形成されており、島状の樹脂層の表面に同心状
に凹凸が形成されている。表面に凹凸が同心状に形成された絶縁層上に反射電極を形成し
ているため、反射電極の表面にも同心状の凹凸が形成されている。このため、反射電極の
表面には、筋目の方向がゲートバスラインの長手方向に対してほぼ垂直な第１の凹凸と、
筋目の方向がゲートバスラインの長手方向に対してほぼ平行な第２の凹凸とが形成される
。筋目の方向がゲートバスラインの長手方向に対してほぼ垂直な第１の凹凸における傾斜
面の傾斜方位は、ゲートバスラインの長手方向とほぼ一致する。また、筋目の方向がゲー
トバスラインの長手方向に対してほぼ平行な第２の凹凸における傾斜面の傾斜方位は、ゲ
ートバスラインの長手方向に対して垂直な方向とほぼ一致する。このため、本発明によれ
ば、液晶表示装置の画面の左右から入射される光と、液晶表示装置の画面の上下から入射
される光とを、液晶表示装置の画面の正面に強い光強度で出射することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態による液晶表示装置を図１乃至図９を用いて説明する。図１は、
本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。図１（ａ）では絶縁層及
び反射電極が省略されており、図１（ｂ）では絶縁層及び反射電極を省略することなく示
している。図２は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図（その１）である。図３
は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その２）及び断面図（その２）である
。図３（ａ）は、ＴＦＴ基板を示している。図３（ｂ）は、図３（ａ）に対応する領域の
ＣＦ基板を示している。図３（ｃ）は、図３（ａ）のＢ－Ｂ′線断面図である。図４は、
本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その３）である。図４（ａ）はＴＦＴ基板
を示しており、図４（ｂ）は図４（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図５は
、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図（その３）である。
【００４７】
　本実施形態による液晶表示装置は、ＴＦＴ基板２と、ＴＦＴ基板２に対向して設けられ
たＣＦ基板４と、ＴＦＴ基板２とＣＦ基板４との間に封入された液晶層６とを有している
。
【００４８】
　まず、ＴＦＴ基板２について図面を用いて説明する。
【００４９】
　図１及び図２に示すように、ガラス基板１０上には、複数のゲートバスライン１２ａ、
１２ｂが形成されている。ゲートバスライン１２は、互いにほぼ平行に形成されている。
ゲートバスライン１２の両側には、Ｃｓ（蓄積容量）バスライン１４とＣｓダミーバスラ
イン１６とがそれぞれ形成されている。ゲートバスライン１２は、薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ、Thin Film Transistor）１８のゲート電極を兼ねるものである。Ｃｓバスライン１
４は、ゲートバスライン１２にほぼ平行に形成されている。Ｃｓダミーバスライン１６も
、ゲートバスライン１２にほぼ平行に形成されている。なお、Ｃｓバスライン１４は、画
素電極５２との間で所定の静電容量を形成することにより、画素電極５２を所定の電位に
保持するためのものである。ゲートバスライン１２とＣｓバスライン１４とＣｓダミーバ
スライン１６とは、同一の導電膜を用いて構成されている。
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【００５０】
　ゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１４及びＣｓダミーバスライン１６が形成され
たガラス基板１０上には、例えば窒化シリコン膜より成るゲート絶縁膜２０が形成されて
いる。
【００５１】
　ゲート絶縁膜２０上には、例えばアモルファスシリコンより成るチャネル層２２が形成
されている。なお、チャネル層２２は、図１に図示されており、図２では省略されている
。
【００５２】
　チャネル層２２及びゲート絶縁膜２０上には、ソース電極２４ａとドレイン電極２４ｂ
とが形成されている。こうして、ゲート電極１２、チャネル層２２、ソース電極２４ａ及
びドレイン電極２４ｂ等を有する薄膜トランジスタ１８が構成されている。
【００５３】
　Ｃｓバスライン１４の近傍には、ゲート絶縁膜２０を介して、Ｃｓ対向電極（中間電極
）２６が形成されている。Ｃｓ対向電極２６は、Ｃｓバスライン１４との間で大きな静電
容量を得るためのものである。Ｃｓ対向電極２６は、ソース電極２４ａ及びドレイン電極
２４ｂと同一の導電膜と用いて形成されている。
【００５４】
　ゲート絶縁膜２０上には、ゲートバスライン１２等にほぼ直交するように、複数のデー
タバスライン２８が形成されている。複数のデータバスライン２８は、互いにほぼ平行に
形成されている。データバスライン２８は、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ及び
Ｃｓ対向電極２６と同一の導電膜を用いて形成されている。データバスライン２８と薄膜
トランジスタ１８のソース電極２４ａとは、一体に形成されている。
【００５５】
　データバスライン２８、Ｃｓ対向電極２６等が形成されたガラス基板１０上には、保護
膜２９が形成されている。
【００５６】
　保護膜２９には、ドレイン電極２４ｂに達するコンタクトホール３０ａと、Ｃｓ対向電
極２６に達するコンタクトホール３０ｂとが形成されている。
【００５７】
　保護膜２９上には、ＩＴＯ膜より成る透過電極３２ａ、３２ｂが形成されている。透過
電極３２は、２つの電極ユニット３４ａ、３４ｂを有している。なお、ここでは、透過電
極３２が２つの電極ユニット３４ａ、３４ｂを有している場合を例に説明したが、透過電
極３２が有する電極ユニット３４の数は２つに限定されるものではなく、１つでもよいし
、３つ以上でもよい。電極ユニット３４は、ベタ部３６ａと、ベタ部３６ａから電極ユニ
ット３４の外周方向に延伸する複数の延伸部３６ｂとを有している。データバスライン２
８の長手方向に対する延伸部３６ｂの延伸方向は、４５度又は１３５度となっている。
【００５８】
　電極ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂとは、接続パターンにより互いに接続されて
いる。電極ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂとを接続する接続パターン３８ａは、電
極ユニット３４の中心線近傍に形成されている。ドレイン電極２４ｂの近傍に位置する電
極ユニット３４ａには、ドレイン電極２４ｂに電気的に接続するための接続パターン３８
ｂが形成されている。反射電極４８の近傍に位置する電極ユニット３４ｂには、反射電極
４８に電気的に接続するための接続パターン３８ｃが接続されている。電極ユニット３４
ａ、３４ｂと接続パターン３８ａ～３８ｃとは、同一のＩＴＯ膜により形成されている。
透過電極３２は、コンタクトホール３０ａを介して薄膜トランジスタのドレイン電極２４
ｂに接続されている。また、透過電極３２は、コンタクトホール３０ｂを介してＣｓ対向
電極２６に接続されている。
【００５９】
　透過電極３２の接続パターン３８ｂ、３８ｃ上及び保護膜２９上には、例えばポジ型レ
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ジストより成る絶縁層４０が形成されている。絶縁層４０は、Ｃｓバスライン１４とＣｓ
ダミーバスライン１６との間の領域に、帯状に形成されている。絶縁層４０の厚さは、例
えば２μｍ程度である。絶縁層４０の一方の縁部は、Ｃｓバスライン１４上に位置してい
る。絶縁層４０の他方の縁部は、Ｃｓダミーバスライン１６上に位置している。絶縁層４
０の表面には、筋状の凹凸（皺）４２ａ（図３（ａ）、図３（ｃ）、図４（ａ）参照）が
揃うように形成されている。なお、図１（ｂ）では、筋状の凹凸４２ａは省略されている
。殆どの凹凸４２ａの筋目の方向は、帯状の絶縁層４０の長手方向に対してほぼ垂直な方
向、即ち、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な方向に揃っている。
【００６０】
　なお、絶縁層４０の表面に筋目の方向が揃った凹凸４２ａを形成するのは、絶縁層４０
表面の凹凸４２ａを反射電極４８に反映させ、反射電極４８の表面にも筋目の揃った凹凸
を形成するためである。また、反射電極４８の表面に筋目の揃った凹凸４２ａを形成する
のは、特定の方向から入射される光を、液晶表示装置の正面に強い光強度で出射するため
である。
【００６１】
　凹凸４２ａは、以下のようにして形成することができる。
【００６２】
　即ち、まず、例えばポジ型のレジスト膜を形成する。この後、レジスト膜に対してプリ
ベークを行う。この後、レジスト膜をパターニングする。こうして、レジスト膜より成る
絶縁層４０を帯状に形成する。
【００６３】
　次に、絶縁層４０に対して熱処理（ポストベーク）を行う。熱処理温度は、例えば１３
０～１７０℃程度とする。
【００６４】
　次に、絶縁層４０の表面にイオン注入や紫外線照射等を行うことにより、絶縁層４０の
表面を硬化させる。
【００６５】
　次に、絶縁層４０に対して、ポストベークより高温の熱処理（ハードキュア）を行う。
熱処理温度は、例えば１９０～２３０℃程度とする。絶縁層４０の表層部はイオン注入等
により既に硬化されている一方、絶縁層４０の内部は比較的高温の熱処理（ハードキュア
）により著しく熱収縮する。このため、絶縁層４０の表面に凹凸（皺）４２ａが形成され
ることとなる。本実施形態では、絶縁層４０が帯状に形成されているため、比較的高温の
熱処理の際には、絶縁層４０の長手方向に大きな応力が加わる。このため、絶縁層４０の
長手方向に対してほぼ垂直な方向の凹凸４２ａが皺状に形成される。凹凸４２ａによる筋
目のうちの殆どは、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な方向となる。
【００６６】
　図４（ａ）に示すように、データバスライン２８上には、配向規制用構造物４４ａ、４
４ｂが形成されている。配向規制用構造物４４ａ、４４ｂは、液晶層６の液晶分子４６の
配向方向を規制するためのものである。配向規制用構造物４４ａ、４４ｂは、絶縁層４０
と同一のレジスト膜を用いて形成されている。配向規制用構造物４４ａ、４４ｂの平面形
状は、例えば三角形又は四角形（菱形）となっている。なお、図１乃至図３では、配向規
制用構造物４４が省略されている。
【００６７】
　絶縁層４０上には、反射電極４８ａ、４８ｂが形成されている。反射電極４８ｂは、反
射電極４８ｂの下方に存在しているゲートバスライン１２ｂにより駆動される透過電極３
２ｂには電気的に接続されておらず、反射電極４８ｂの下方に存在するゲートバスライン
１２ｂと異なるゲートバスライン１２ａにより駆動される透過電極３２ａに電気的に接続
されている。
【００６８】
　凹凸４２ａが形成された絶縁層４０上に反射電極４８が形成されているため、絶縁層４
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０の表面に形成された凹凸４２ａを反映して、反射電極４８の表面にも凹凸４２ａが形成
されている。反射電極４８の表面には、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に
対してほぼ垂直な凹凸４２ａが形成されている。凹凸４２ａによる筋目の方向は、ほぼ同
じ方向に揃っている。反射電極４８の表面に形成された凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜
方位は、ゲートバスライン１２の長手方向とほぼ一致する。殆どの凹凸４２ａにおける傾
斜面の傾斜方位が同じ方位に揃っているため、特定の方向から入射される光を、液晶表示
装置の正面に強い光強度で出射することが可能となる。本実施形態では、殆どの凹凸４２
ａにおける傾斜面の傾斜方位がゲートバスライン１２の長手方向にほぼ一致しているため
、ゲートバスライン１２の長手方向が液晶表示装置の左右方向である場合には、液晶表示
装置の左右から入射される光が、液晶表示装置の正面に強い光強度で出射される。図３（
ａ）の矢印は、光の反射率が大となる方位を示している。
【００６９】
　絶縁層４０の周縁部には、反射電極４８が形成されていない領域が存在している。反射
電極４８の中心線近傍には、透過電極３２の接続パターン３８ｃと接続するための接続パ
ターン５０が形成されている。反射電極４８の接続パターン５０は、絶縁層４０の縁部近
傍領域において、透明電極３２の接続パターン３８ｃに接続されている。
【００７０】
　透過電極３２と反射電極４８とにより、画素電極５２が構成されている。透過電極３２
は上述したように２つの電極ユニット３４ａ、３４ｂを有しており、電極ユニット３４ａ
、３４ｂはそれぞれサブピクセル３５ａ、３５ｂを構成している。また、反射電極４８ｂ
も、サブピクセル３５ｃを構成している。このため、画素電極５２は、３つのサブピクセ
ル３５ａ～３５ｃにより構成されている。透過電極５２が形成されている領域は、バック
ライトから導入される光を透過する領域であるため、透過部５４と称される。一方、反射
電極４８が形成されている領域は、外部から入射される光を反射する領域であるため、反
射部５６と称される。
【００７１】
　こうして、ＴＦＴ基板２が構成されている。
【００７２】
　次に、ＣＦ基板４について、図３（ｂ）、図４（ｂ）及び図５を用いて説明する。
【００７３】
　ガラス基板５８の下には、ブラックマトリクス層６０（図４（ｂ）参照）が形成されて
いる。ブラックマトリクス６０層は、データバスライン２８の上方に位置するように形成
されている。ブラックマトリクス層６０の幅は、反射部５６の近傍では比較的太く設定さ
れており、透過部５４の近傍では比較的細く設定されている。反射部５６と透過部５４と
の境界部分には、ブラックマトリクス層６０は形成されていない。なお、反射部５６と透
過部５４との境界にブラックマトリクス層６０を形成しないのは、画素の開口率を高くす
るためである。
【００７４】
　ブラックマトリクス層６０が形成されたガラス基板５８の下には、カラーフィルタ層６
２が形成されている。反射部５６のカラーフィルタ層６２には、開口部６４が形成されて
いる。反射部５６のカラーフィルタ層６２に開口部６４を形成しているのは、以下のよう
な理由によるものである。即ち、反射部５６においては、外部から入射される光がカラー
フィルタ層６２を透過して反射電極４８により反射され、再度カラーフィルタ層６２を透
過して外部に出射される。換言すれば、反射部５６においては、光がカラーフィルタ層６
２を２回透過する。このため、単にカラーフィルタ層６２を反射部全体に形成した場合に
は、反射部５６から出射される光が、透過部５４から出射される光と比べて暗くなってし
まう。本実施形態では、反射部５６のカラーフィルタ層６２に開口部６４が形成されてい
るため、開口部６４においては、外部から入射される光はカラーフィルタ層６２を透過す
ることなく反射電極４８により反射され、更にカラーフィルタ層６２を透過することなく
外部に出射される。このため、開口部６４から出射される光は、色濃度を薄くするように
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作用する。従って、開口部６４の大きさを適宜設定することにより、透過部５４の色濃度
に対して反射部５６の色濃度が暗くなってしまうのを防止することができる。
【００７５】
　カラーフィルタ層６２の下には、透明樹脂より成る平坦化層６６が形成されている。
【００７６】
　平坦化層６６の下には、ＩＴＯ膜より成る対向電極６８が形成されている。
【００７７】
　対向電極６８の下には、液晶層６の液晶分子４６の配向方向を規制するための配向規制
用構造物７０ａ、７０ｂが形成されている。配向規制用構造物７０の高さは、例えば２μ
ｍ程度である。電極ユニット３４の中心の上方に位置する配向規制用構造物７０ｂの平面
形状は、例えば四角形（菱形）である。反射部５６におけるデータバスライン２８の上方
に位置する配向規制用構造物７０ａの平面形状は、例えば四角形（長方形）である。なお
、反射電極４８の中心の上方に配向規制用構造物を形成していないのは、反射部５６にお
ける開口率を高くするためである。
【００７８】
　こうして、ＣＦ基板４が構成されている。
【００７９】
　図５に示すように、ＴＦＴ基板２とＣＦ基板４とは、画素電極５２と対向電極６８とが
対向するように、配置されている。ＴＦＴ基板２とＣＦ基板４との間には、液晶層６が封
入されている。液晶層６としては、負の誘電率異方性を有する液晶が用いられている。
【００８０】
　ＴＦＴ基板２の絶縁層４０上の反射電極４８と、ＣＦ基板４の配向規制用構造物７０ａ
とは、互いに接しており、これにより液晶層６の厚さが保持されている。主として、絶縁
層４０と配向規制用構造物７０ａとにより、液晶層６の厚さが保持されている。上述した
ように、絶縁層４０の厚さは２μｍ程度であり、配向規制用構造物７０ａの高さは２μｍ
程度である。このため、反射部５６における液晶層６の厚さは、２μｍ程度となる。透過
部５４における液晶層６の厚さは、４μｍ程度となる。
【００８１】
　こうして、ＴＦＴ基板２とＣＦ基板４と液晶層６とを有する液晶パネル８が構成されて
いる。
【００８２】
　液晶パネル８の両面には、円偏光板（図示せず）が貼り付けられている。円偏光板を液
晶パネル８に貼り付ける際には、光拡散糊が用いられている。光拡散糊により、光拡散層
が構成されている。光拡散層は、表示特性を良好にすべく、光を適宜拡散するためのもの
である。液晶パネル８の背面側には、バックライトユニット（図示せず）が設けられてい
る。液晶パネル８には、駆動回路（図示せず）が接続されている。
【００８３】
　こうして、本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【００８４】
　次に、液晶層６の液晶分子４６の配向方向について図４を用いて説明する。
【００８５】
　まず、電極ユニット３４が形成されている領域における液晶分子４６の配向方向につい
て説明する。
【００８６】
　電極ユニット３４が形成されている領域のうち、延伸部３６ｂが形成されている領域に
おいては、主として、延伸部３６ｂの延伸方向と、配向規制用構造物４４ａ、４４ｂ、７
０ｂとにより、液晶分子の配向方向が規制される。延伸部３６ｂが形成されている領域に
おいては、延伸部３６ｂの延伸方向に沿うように液晶分子４６が配向する。
【００８７】
　電極ユニット３４が形成されている領域のうち、ベタ部３６ａが形成されている領域に
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おいては、主として、ベタ部３６ａの外周部における斜め電界と、延伸部３６ｂが形成さ
れている領域における液晶分子４６の配向状態と、配向規制用構造物４４ａ、４４ｂ、７
０ｂとにより、液晶分子４６の配向方向が規制される。このため、ベタ部３６ａが形成さ
れている領域においては、ベタ部３６ａの中心に向かうように液晶分子４６が配向する。
【００８８】
　従って、電極ユニット３４が形成されている領域においては、大まかに４方向の配向分
割が実現される。
【００８９】
　次に、反射電極４８が形成されている領域における液晶分子４６の配向方向について説
明する。
【００９０】
　反射電極４８が形成されている領域においては、配向規制用構造物７０ａにより、液晶
分子４６の配向方向が規制される。このため、反射電極４８が形成されている領域におい
ては、ゲートバスライン１２の長手方向と平行な方向に液晶分子が配向する。
【００９１】
　（評価結果）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の評価結果について図６及び図７を用いて説明す
る。
【００９２】
　まず、各画素の表示状態の評価結果について説明する。図６は、反射表示の際における
各画素の表示状態を示す平面図である。図７は、透過表示の際における各画素の表示状態
を示す平面図である。各画素の表示色は、紙面左側から、赤色、緑色、青色である。
【００９３】
　いずれの場合も、暗線やざらつきのない良好な表示が得られている。これらのことから
、液晶分子４８が良好に配向されていることが分かる。
【００９４】
　次に、透過率の測定結果について説明する。透過率を測定する際には、液晶パネル８の
背面側から光を入射させ、正面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の
法線方向とした。測定点は、基板面の法線方向とした。透過率を測定した結果、透過率は
８％程度と良好であった。
【００９５】
　次に、反射率の測定結果について説明する。反射率を測定する際には、液晶パネル８の
正面側から光を入射させ、正面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の
法線方向に対して２５度の角度とした。測定点は、基板面の法線方向とした。反射率を測
定した結果、反射率は７％程度と良好であった。
【００９６】
　次に、透過表示の際におけるコントラストの測定結果について説明する。透過表示の際
におけるコントラストを測定する際には、液晶パネル８の背面側から光を入射させ、正面
側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の法線方向とした。測定点は、基
板面の法線方向とした。透過表示の際におけるコントラストは、３００より大と良好であ
った。
【００９７】
　次に、反射表示の際におけるコントラストの測定結果について説明する。反射表示の際
におけるコントラストを測定する際には、液晶パネル８の正面側から光を入射させ、正面
側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の法線方向に対して２５度の角度
とした。測定点は、基板面の法線方向とした。反射表示の際におけるコントラストは、３
０より大と良好であった。
【００９８】
　次に、光の反射率の視角特性を測定結果について図８及び図９を用いて説明する。
【００９９】
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　図８は、光の反射率の視角特性の測定方法を示す図である。図８に示すように、光の反
射率の視角特性を測定する際には、入射光の極角αを２５度とし、入射光の方位角βを０
度～１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基板面の法線方向とした。なお、極角αと
は、基板面の法線に対して為す角度である。
【０１００】
　図９は、光の反射率の視角特性を示すグラフである。図９中の●印は、液晶パネル８に
円偏光板（図示せず）を貼り付ける際に拡散糊を用いた場合、即ち、液晶パネル８上に拡
散糊より成る光拡散層７２（図８参照）が形成されている場合を示している。図８中の▲
印は、液晶パネル８に円偏光板（図示せず）を貼り付ける際に拡散糊を用いていない場合
、即ち、液晶パネル８上に拡散糊より成る光拡散層７２が形成されていない場合を示して
いる。
【０１０１】
　図９中に●印で示すように、入射光の方位角βが９０度前後のとき、２５％程度と高い
反射率が得られている。このような高い反射率は、全反射型の液晶表示装置と同等である
。入射光の方位角βが９０度前後のときに、反射率が極めて高くなるのは、反射電極４８
の表面に存在する凹凸４２ａの方向が、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂
直な方向に揃っているためである。
【０１０２】
　図９中に▲印で示すように、入射光の方位角βが９０度前後のとき、４３％程度と、よ
り高い反射率が得られている。但し、光拡散層７２が形成されていない場合には、平行光
が入射した際に干渉ムラが生じやすくなるため、実用上は光拡散層７２が形成されている
方が好ましい。
【０１０３】
　本実施形態による液晶表示装置は、ゲートバスライン１２ａとデータバスライン２８と
の交差部の近傍に形成された薄膜トランジスタ１８に、透過電極３２ａと反射電極４８ｂ
とから成る画素電極５２が電気的に接続されており、その画素電極５２のうちの反射電極
４８ｂが他のゲートバスライン１２ｂ上に絶縁層４０を介して形成されていることに主な
特徴の一つがある。
【０１０４】
　ゲートバスライン１２が形成された領域は、光が透過し得ない領域であるため、ゲート
バスライン１２が形成された領域は透過領域５４とはなり得ない。そこで、透過領域５４
として用いることができない領域を有効活用すべく、ゲートバスライン１２の上方に反射
電極４８を形成することが考えられる。しかし、ゲートバスライン１２上に単に反射電極
４８を単に形成した場合には、ゲートバスライン１２と反射電極４８との間に大きな静電
容量が形成され、反射電極４８と対向電極６８との間の液晶層６に印加される電圧が低下
してしまうこととなる。
【０１０５】
　これに対し、本実施形態では、ゲートバスライン１２ａとデータバスライン２８との交
差部の近傍に形成された薄膜トランジスタ１８に画素電極５２ａが電気的に接続されてお
り、その画素電極５２ａのうちの反射電極４８ｂが、他のゲートバスライン１２ｂ上に絶
縁層４０を介して形成されている。ゲートバスライン１２は順次走査されるため、２つの
ゲートバスライン１２に信号電圧が同時に印加されることはない。このため、ゲートバス
ライン１２ａに信号電圧が印加されて薄膜トランジスタ１８がオンになり、反射電極４８
ｂに電圧が印加された際には、他のゲートバスライン１２ｂはオープンの状態となってい
る。このため、反射電極４８ｂと他のゲートバスライン１２ｂとの間に、大きな静電容量
が形成されることはない。従って、本実施形態によれば、反射電極４８ｂと対向電極６８
との間の液晶層６に印加される電圧が低下するのを防止しつつ、透過領域５４として用い
ることができないスペースを有効活用することができる。従って、本実施形態によれば、
透過部５４の面積が狭くなるのを防止しつつ、反射部５６の面積を広くすることができ、
表示品位の高い反射透過型の液晶表示装置を提供することができる。
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【０１０６】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、反射電極４８の下方に絶縁層４０を介して、
Ｃｓバスライン１４、Ｃｓダミーバスライン１６、中間電極２６、薄膜トランジスタ１８
が配置されていることにも主な特徴の一つがある。
【０１０７】
　Ｃｓバスライン１４、Ｃｓダミーバスライン１６、中間電極２６、ソース電極２４ａ、
及びドレイン電極２４ｂが形成された領域も、光が透過し得ない領域である。本実施形態
では、反射電極４８の下方に、Ｃｓバスライン１４、Ｃｓダミーバスライン１６、中間電
極２６、ソース電極２４ａ、及びドレイン電極２４ｂを配置しているため、光が透過し得
ない領域を更に有効活用することができる。従って、本実施形態によれば、透過部５４の
面積が狭くなるのを防止しつつ、反射部５６の面積をより広くすることができ、より表示
品位の高い反射透過型の液晶表示装置を提供することができる。
【０１０８】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、絶縁層４０の縁部がＣｓバスライン１４上及
びＣｓダミーバスライン１６上に位置していることにも主な特徴の一つがある。
【０１０９】
　絶縁層４０の縁部近傍領域は、白表示状態においては、液晶分子４６の配向乱れが生じ
やすく、黒表示状態においては、傾斜した液晶分子４６によって光漏れが発生しやすい。
このため、絶縁層４０の縁部近傍領域では、ざらつきが生じやすく、また、コントラスト
の低下が生じやすい。
【０１１０】
　本実施形態では、絶縁層４０の縁部がＣｓバスライン１４上及びＣｓダミーバスライン
１６上に位置しているため、液晶分子４６の配向乱れ等が生じやすい領域である絶縁層４
０の縁部近傍領域を、Ｃｓバスライン１４及びＣｓダミーバスライン１６により遮光する
ことができる。従って、本実施形態によれば、ざらつきの発生やコントラストの低下を防
止することができる。
【０１１１】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、反射電極４８と透過電極３２とが、絶縁層４
０の縁部近傍領域において互いに接続されていることにも主な特徴の一つがある。
【０１１２】
　絶縁層４０にコンタクトホールを形成し、コンタクトホールを介して反射電極４８と透
過電極３２とを接続した場合には、コンタクトホールに起因して反射効率が低下してしま
うこととなる。また、コンタクトホールの近傍で液晶分子４６の配向方向が乱れ、表示品
位の劣化を招いてしまう。
【０１１３】
　本実施形態では、絶縁層４０にコンタクトホールを形成することなく、絶縁層４０の縁
部近傍領域において反射電極４８と透過電極３２とを接続しているため、反射効率の低下
や表示品位の劣化を防止することができる。
【０１１４】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、電極ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂと
が、電極ユニット３４の中心線の近傍で接続パターン３８ａにより接続されていること、
電極ユニット３４ａとドレイン電極２４ｂとが、電極ユニット３４の中心線の近傍で接続
パターン３８ｂにより接続されていること、また、電極ユニット３４ａと反射電極４８と
が、電極ユニット３４の中心線の近傍で接続パターン３８ｃにより接続されていることに
も主な特徴の一つがある。
【０１１５】
　ベタ部３６ａから電極ユニット３４の外周方向に延伸する延伸部３６ｂは、液晶分子４
６の配向方向を規制するためのものである。延伸部３６ｂのパターンを太くすると、液晶
分子４６に対する配向規制力が低下するため、延伸部３６ｂのパターンを太くするのはあ
まり望ましくない。一方、電極ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂとを接続する接続パ
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ターン３８ａや、電極ユニット３４ｂと反射電極４８とを接続する接続パターン３８ｃを
細く形成した場合には、断線が生じやすくなり表示欠陥を招いてしまう。このため、電極
ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂとを接続する接続パターン３８ａや、電極ユニット
３４ａとドレイン電極２４ｂとを接続する接続パターン３８ｂ、及び、電極ユニット３４
ｂと反射電極４８とを接続する接続パターン３８ｃは、太めに形成することが望ましい。
ベタ部３６ａの中心線近傍は４方向の配向分割の境界部であるため、ベタ部３６ａの中心
線近傍で配向規制力が低下したとしても、４方向の配向分割に及ぼす影響は少ない。本実
施形態では、電極ユニット３４の中心線近傍に接続パターン３８ａを形成しているため、
４方向の配向分割に悪影響を与えることなく、電極ユニット３４ａと電極ユニット３４ｂ
とを確実に電気的に接続することができる。また、電極ユニット３４の中心線近傍に接続
パターン３８ｂを形成しているため、４方向の配向分割に悪影響を与えることなく、電極
ユニット３４ａとドレイン電極２４ｂとを確実に電気的に接続することができる。また、
電極ユニット３４の中心線近傍に接続パターン３８ｃを形成しているため、４方向の配向
分割に悪影響を与えることなく、電極ユニット３４ｂと反射電極４８ｂとを確実に電気的
に接続することができる。このため、本実施形態によれば、良好な表示品位を確保しつつ
、表示欠陥の発生を防止することができる。
【０１１６】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方
向に対してほぼ垂直な凹凸（皺）４２ａが絶縁層４０の表面に形成されており、絶縁層４
０の表面に形成された凹凸４２ａを反映して、反射電極４８の表面に同様の凹凸４２ａが
形成されていることにも主な特徴の一つがある。
【０１１７】
　反射電極４８の表面に形成された殆どの凹凸４２ａの筋目が同じ方向に揃っているため
、殆どの凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜方位は同じ方位となる。このため、本実施形態
によれば、特定の方位から入射される光の反射率、例えば、左右方位から入射される光の
反射率を向上することができる。高い反射率が得られるような条件で画面を見れば反射表
示の際にも明るい表示が得られるため、透過表示の際における明るさを十分に維持しつつ
、反射表示の際における表示の明るさを向上することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、ＣＦ基板４側に形成された配向規制用構造物
７０ａが、ＴＦＴ基板２側の絶縁層４０上に形成された反射電極４８に接しており、主と
して、ＣＦ基板４側の配向規制用構造物７０ａの高さとＴＦＴ基板２側の絶縁層４０の厚
さとにより、液晶層６の厚さが保持されていることに主な特徴がある。
【０１１９】
　本実施形態によれば、主としてＣＦ基板４側の配向規制用構造物７０ａとＴＦＴ基板２
側の絶縁層４０とにより液晶層６の厚さが保持されるため、液晶層６の厚さを保持するた
めの手段を別個に設けることを要しない。従って、本実施形態によれば、簡便な構成の液
晶表示装置を提供することができる。
【０１２０】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、ＣＦ基板４側に配向規制用構造物７０ａ、７
０ｂが設けられているのみならず、ＴＦＴ基板２側にもデータバスライン２８の近傍に配
向規制用構造物４４ａ、４４ｂが設けられていることにも主な特徴の一つがある。
【０１２１】
　ＣＦ基板４側に配向規制用構造物７０ａ、７０ｂを設け、ＴＦＴ基板２側の画素電極に
スリットを設けることにより、液晶分子４６を配向させるようにした場合には、液晶分子
４６の配向方向が十分に安定しないことがあり得る。
【０１２２】
　これに対し、本実施形態では、ＣＦ基板４側に配向規制用構造物７０ａ、７０ｂが設け
られているのみならず、ＴＦＴ基板２側にも配向規制用構造物４４ａ、４４ｂが設けられ
ているため、液晶分子４６の配向方向をより安定化させることができる。従って、より表
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示品位の高い液晶表示装置を提供することが可能となる。
【０１２３】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、絶縁層４０の周縁部に反射電極４８が形成さ
れていない領域が存在することにも主な特徴の一つがある。
【０１２４】
　絶縁層４０の周縁部にも反射電極４８が形成されていると、絶縁層４０の周縁部の近傍
では液晶分子４６の配向方向が不安定となる。配向規制用構造物７０ａによる配向規制力
と、反射電極４８からの斜め電界による配向規制力とが、互いに逆方向に働くためである
。
【０１２５】
　本実施形態では、絶縁層４０の周縁部に反射電極４８が形成されていない領域が存在す
るため、絶縁層４０の周縁部の近傍においては、反射電極４８による斜め電界を小さくす
ることができる。このため、本実施形態によれば、絶縁層４０の周縁部における液晶分子
４６の配向乱れを抑制することができ、より良好な表示品位を実現することができる。な
お、反射電極４８の中心線近傍においては、反射電極４８を透過電極５２の電極ユニット
３４ｂに接続するための接続パターン５０が、絶縁層４０の周縁部にも形成されているが
、反射電極４８の中心線近傍は４方向の配向分割の境界部であるため、４方向の配向分割
に悪影響を及ぼすことはない。このため、反射電極４８の中心線近傍における絶縁層４０
の周縁部においては、反射電極４８が形成されていたとしても、特段の問題はない。
【０１２６】
　［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態による液晶表示装置を図１０乃至図１５を用いて説明する。図１
０は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。図１０（ａ）はＴ
ＦＴ基板を示しており、図１０（ｂ）は図１０（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示して
いる。図１１は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その２）である。図１１
（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図１１（ｂ）は図１１（ａ）に対応する領域のＣＦ基
板を示している。図１２は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図１乃
至図９に示す第１実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付し
て説明を省略または簡潔にする。
【０１２７】
　本実施形態による液晶表示装置は、絶縁層４０ａが各々の画素の反射部５６毎に島状に
形成されており、絶縁層４０ａの表面に、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向
に対してほぼ平行な凹凸（皺）４２ｂと、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向
に対してほぼ垂直な凹凸（皺）４２ａとが形成されていることに主な特徴がある。
【０１２８】
　まず、ＴＦＴ基板２ａについて説明する。
【０１２９】
　透過電極３２等が形成されたガラス基板１０上には、各々の画素に対して島状の絶縁層
４０ａがそれぞれ形成されている。絶縁層４０ａの表面には、筋目の方向がゲートバスラ
イン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸４２ｂと、筋目の方向がゲートバスライン１
２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸４２ａとが形成されている。筋目の方向がゲートバ
スライン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸４２ｂは横皺と称され、筋目の方向がゲ
ートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸４２ａは縦皺と称される。
【０１３０】
　殆どの凹凸４２ａ、４２ｂの筋目の方向は、ゲートバスライン１２の長手方向に対して
ほぼ垂直な方向、又は、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行な方向に揃っ
ている。
【０１３１】
　なお、絶縁層４０の表面に筋目の方向が揃った凹凸４２ａ、４２ｂを形成するのは、絶
縁層４０表面の凹凸４２ａ、４２ｂを反射電極４０に反映させ、反射電極４８の表面にも
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筋目の揃った凹凸を形成するためである。また、反射電極４８の表面に筋目の方向が揃っ
た凹凸４２ａ、４２ｂを形成するのは、特定の方向から入射される光を、液晶表示装置の
正面に強い光強度で出射するためである。
【０１３２】
　島状の絶縁層４０ａの表面に、縦皺４２ａと横皺４２ｂとが形成されるのは、以下のよ
うな理由によるものである。即ち、表層部を予め硬化させた絶縁層４０に対して熱処理を
行うと、絶縁層４０の表層部と内部とで硬化収縮差が異なるため、絶縁層４０ａに応力が
加わる。本実施形態では、絶縁層４０ａが各々の画素毎に島状に形成されており、絶縁層
４０ａの平面形状が、縦横比のあまり大きくない四角形であるため、データバスライン２
８の長手方向に対してほぼ平行な方向の応力と、ゲートバスライン１２の長手方向に対し
てほぼ平行な方向の応力とが、絶縁層４０ａに加わる。このため、絶縁層４０ａの表面に
は、縦皺４２ａと横皺４２ｂとが形成される。
【０１３３】
　なお、絶縁層４０ａを島状に形成した場合には、皺状のパターンが同心状に形成される
場合もある。絶縁層４０ａの平面形状が四角形の場合には、四角形状のパターンの凹凸（
皺）４２（図２３参照）が同心状に形成される。このように、絶縁層４０ａの表面に凹凸
４２が同心状に形成されていてもよい。このような同心状の凹凸４２も、横皺と縦皺とを
有しているため、特定の方位から入射される光を画面の正面に強い反射強度で出射し得る
からである。
【０１３４】
　島状に形成された絶縁層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。凹凸４２ａ、
４２ｂが形成された絶縁層４０ａ上に反射電極４８が形成されているため、絶縁層４０ａ
の表面の凹凸４２ａ、４２ｂを反映して、反射電極４８の表面にも凹凸４２ａ、４２ｂが
形成されている。このため、反射電極４８の表面には、筋目の方向がゲートバスライン１
２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸４２ａと、筋目の方向がゲートバスライン１２の長
手方向に対してほぼ平行な凹凸４２ｂとが形成されている。殆どの凹凸４２ａによる筋目
の方向は、ほぼ揃っている。また、殆どの凹凸４２ｂによる筋目の方向は、ほぼ揃ってい
る。殆どの凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜方位は、ゲートバスライン１２の長手方向に
対して平行な方向に揃っている。また、殆どの凹凸４２ｂにおける傾斜面の傾斜方位は、
ゲートバスライン１２の長手方向に対して垂直な方向に揃っている。殆どの凹凸４２ａに
おける傾斜面の傾斜方位がゲートバスライン１２の長手方向にほぼ一致しているため、ゲ
ートバスライン１２の長手方向が液晶表示装置の左右方向である場合には、液晶表示装置
の画面の左右方向から入射される光が、液晶表示装置の画面の正面に強い光強度で出射さ
れる。また、殆どの凹凸４２ｂにおける傾斜面の傾斜方位がゲートバスライン１２の長手
方向に対してほぼ垂直な方向にほぼ一致しているため、ゲートバスライン１２の長手方向
が液晶表示装置の左右方向である場合には、液晶表示装置の画面の上下方向から入射され
る光が、液晶表示装置の画面の正面に強い光強度で出射される。従って、本実施形態では
、液晶表示装置の画面の左右から入射される光と、液晶表示装置の画面の上下から入射さ
れる光とが、液晶表示装置の画面の正面に強い反射強度で出射される。図１０（ａ）の矢
印は、光の反射率が大となる方位を示している。
【０１３５】
　絶縁層４０ａの周縁部には、反射電極４８が形成されていない領域が存在している。ま
た、反射電極４８の角部は、斜めにカットされている。反射電極４８の角部が斜めにカッ
トされているため、反射電極４８の角部において液晶分子４６に斜めに電界が加わり、液
晶分子４６が反射電極４８の中心部に向かうように配向される。
【０１３６】
　次に、ＣＦ基板４ａについて説明する。
【０１３７】
　図１１（ｂ）及び図１２に示すように、ガラス基板５８の下には、ブラックマトリクス
層６０が形成されている。ブラックマトリクス層６０は、データバスライン２８の上方、
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Ｃｓバスライン１４の上方、Ｃｓダミーバスライン１６の上方に位置している。反射部５
６と透過部５４との境界部、即ち、Ｃｓバスライン１４の上方及びＣｓダミーバスライン
１６の上方にブラックマトリクス層６０を形成しているのは、良好なコントラストを得る
ためである。
【０１３８】
　図１２に示すように、ブラックマトリクス層６０が形成されたガラス基板５８の下には
、透明樹脂層７４が形成されている。透明樹脂層７４は、反射電極４８の上方に位置して
いる。透明樹脂層７４の厚さは、例えば０．８μｍ程度である。透明樹脂層７４は、カラ
ーフィルタ層６２の厚さを反射部５６において部分的に薄くするためのものである。
【０１３９】
　透明樹脂層７４が形成されたガラス基板５８の下には、カラーフィルタ層６２が形成さ
れている。カラーフィルタ層６２により、基板面が平坦化されている。反射部５６には、
透明樹脂層７４が形成されているため、反射部５６におけるカラーフィルタ層６２の厚さ
は、透過部５４におけるカラーフィルタ層６２の厚さより薄くなっている。透過部５４に
おけるカラーフィルタ層６２の厚さは、例えば１．４μｍ程度である。反射部５６におけ
るカラーフィルタ層６２の厚さは、例えば０．７μｍ程度である。
【０１４０】
　反射部５６におけるカラーフィルタ層６２の厚さを、透過部５４におけるカラーフィル
タ層６２の厚さより薄くしているのは、以下のような理由によるものである。即ち、反射
部５６においては、上述したように、外部から入射される光がカラーフィルタ層６２を透
過して反射電極４８により反射され、再度カラーフィルタ層６２を透過して外部に出射さ
れる。換言すれば、反射部５６においては、光がカラーフィルタ層６２を２回透過する。
このため、ガラス基板５８の下に単にカラーフィルタ層６２を形成した場合には、反射部
５６における色濃度が、透過部５４における色濃度と比較して著しく濃くなってしまう。
本実施形態では、反射部５６に透明樹脂層７４を設け、基板面を平坦化するようにカラー
フィルタ層６２を形成しているため、反射部５６におけるカラーフィルタ層６２の厚さが
、透過部５４におけるカラーフィルタ６２の厚さより薄くなっている。このため、本実施
形態によれば、反射部５６における色濃度が透過部５４における色濃度と比較して著しく
濃くなってしまうのを防止することができる。更には、反射部５６における色濃度を透過
部５４における色濃度とほぼ等しくすることも可能である。従って、本実施形態によれば
、より良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【０１４１】
　カラーフィルタ層６２の下には、例えばＩＴＯより成る対向電極６８が形成されている
。
【０１４２】
　対向電極６８の下には、配向規制用構造物７０ｂが形成されている。配向規制用構造物
７０ｂの平面形状は、例えば四角形（菱形）である。配向規制用構造物７０ｂは、電極ユ
ニット３４の中央の上方、反射電極４８の中央の上方にそれぞれ位置している。電極ユニ
ット３４の中央の上方に配向規制用構造物７０ｂが位置しているため、電極ユニット３４
の中央に向かうように液晶分子４６が配向する。また、反射電極４８の中央の上方に配向
規制用構造物７０ｂが位置しているため、反射電極４８の中央に向かうように液晶分子４
６が配向する。反射部５６と透過部５４のいずれにおいても液晶分子４６が同様に配向す
る、即ち、反射部５６と透過部５４のいずれにおいても４方向の配向分割が実現されるた
め、安定した視認特性を得ることが可能となる。
【０１４３】
　ＴＦＴ基板２の絶縁層４０ａ上の反射電極４８と、ＣＦ基板４の配向規制用構造物７０
ｂとは、互いに接しており、これにより液晶層６の厚さが保持されている。液晶層６とし
ては、例えば負の誘電率異方性を有する液晶が用いられている。
【０１４４】
　こうして、ＴＦＴ基板２ａとＣＦ基板４ａと液晶層６とを有する液晶パネル８ａが構成
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されている。
【０１４５】
　液晶パネル８ａの両面には、第１実施形態による液晶表示装置と同様に、光拡散層を介
して円偏光板（図示せず）が設けられている。液晶パネル８ａの背面側には、第１実施形
態による液晶表示装置と同様に、バックライトユニット（図示せず）が設けられている。
液晶パネル８ａには、第１実施形態による液晶表示装置と同様に、駆動回路（図示せず）
が接続されている。
【０１４６】
　こうして、本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０１４７】
　（評価結果）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の評価結果について図１３及び図１４を用いて説
明する。
【０１４８】
　まず、各画素の表示状態の評価結果を図１３及び図１４を用いて説明する。図１３は、
反射表示の際における各画素の表示状態を示す平面図である。図１４は、透過表示の際に
おける各画素の表示状態を示す平面図である。各画素の表示色は、紙面左側から、赤色、
緑色、青色である。
【０１４９】
　いずれの場合も、暗線やざらつきのない良好な表示が得られている。これらのことから
、液晶分子４８が良好に配向されていることが分かる。
【０１５０】
　次に、透過率の測定結果について説明する。透過率を測定する際には、液晶パネル８ａ
の背面側から光を入射させ、正面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面
の法線方向とした。測定点は、基板面の法線方向とした。透過率を測定した結果、透過率
は７％程度と良好であった。このことから、本実施形態によっても、第１実施形態と同様
に、良好な透過率が得られることが分かる。
【０１５１】
　次に、反射率の測定結果について説明する。反射率を測定する際には、液晶パネル８ａ
の正面側から光を入射させ、正面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面
の法線方向に対して２５度の角度とした。測定点は、基板面の法線方向とした。反射率を
測定した結果、反射率は６％程度と良好であった。このことから、本実施形態によっても
、第１実施形態と同様に、良好な反射率が得られることが分かる。
【０１５２】
　次に、透過表示の際におけるコントラストの測定結果について説明する。透過表示の際
におけるコントラストを測定する際には、液晶パネル８ａの背面側から光を入射させ、正
面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の法線方向とした。測定点は、
基板面の法線方向とした。透過表示の際におけるコントラストは、５００より大であった
。このことから、本実施形態では、第１実施形態と比較して、透過表示の際におけるコン
トラストを向上し得ることがわかる。
【０１５３】
　次に、反射表示の際におけるコントラストの測定結果について説明する。反射表示の際
におけるコントラストを測定する際には、液晶パネル８ａの正面側から光を入射させ、正
面側に出射される光を測定した。光の入射方向は、基板面の法線方向に対して２５度の角
度とした。測定点は、基板面の法線方向とした。反射表示の際におけるコントラストは、
５０程度であった。このことから、本実施形態では、第１実施形態と比較して、反射表示
の際におけるコントラストも向上し得ることがわかる。
【０１５４】
　次に、透過表示の際におけるコントラストの測定結果について説明する。図１５は、本
実施形態による液晶表示装置の視角特性を示す図である。図１５中における破線は、極角



(20) JP 4540355 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

を示している。図１５では、コントラストが等高線を用いて表されている。図１５から分
かるように、コントラストＣＲが１０以上の領域が、上下左右の合計で１６０度程度存在
している。このことから、本実施形態によれば、視角範囲が非常に広い液晶表示装置を提
供し得ることが分かる。
【０１５５】
　本実施形態による液晶表示装置は、上述したように、絶縁層４０ａが各々の画素の反射
部５６毎に島状に形成されており、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対し
てほぼ平行な凹凸４２ｂと、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ
垂直な凹凸４２ａとが絶縁層４０の表面に形成されており、絶縁層４０の表面に形成され
た凹凸４２ａを反映して、反射電極４８の表面に同様の凹凸４２ａが形成されていること
に主な特徴がある。
【０１５６】
　反射電極４８の表面に形成された凹凸４２ａの殆どが同じ方向に揃っているため、殆ど
の凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜方位は同じ方位となる。また、反射電極４８の表面に
形成された凹凸４２ｂの殆どが同じ方向に揃っているため、殆どの凹凸４２ｂにおける傾
斜面の傾斜方位は同じ方位となる。しかも、凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜方位と凹凸
４２ｂにおける傾斜面の傾斜方位とは、ほぼ垂直である。このため、本実施形態によれば
、例えば、左右方位から入射される光のみならず、上下方位から入射される光をも、強い
強度で液晶表示装置の画面の正面に出射することができる。従って、本実施形態によれば
、より良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【０１５７】
　［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態による液晶表示装置を図１６乃至図１９を用いて説明する。図１
６は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。図１６（ａ）では
絶縁層及び反射電極が省略されており、図１６（ｂ）では絶縁層及び反射電極を省略する
ことなく示している。図１７は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図
１７は、図１６のＣ－Ｃ′線断面図である。図１８は、本実施形態による液晶表示装置を
示す平面図（その２）である。図１８（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図１８（ｂ）は
図１８（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図１９は、本実施形態による液晶
表示装置を示す平面図（その３）である。図１９（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図１
９（ｂ）は図１９（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図１乃至図１５に示す
第１実施形態又は第２実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を
付して説明を省略または簡潔にする。
【０１５８】
　本実施形態による液晶表示装置は、透過電極３２を構成する電極ユニット３４のベタ部
３６ａ上に、表面に凹凸４２ａ、４２ｂが形成された島状の絶縁層４０ａを介して反射電
極４８が形成されていることに主な特徴がある。
【０１５９】
　まず、ＴＦＴ基板２ｂについて説明する。
【０１６０】
　ガラス基板１０上には、第１及び第２実施形態と同様に、複数のゲートバスライン１２
ａ、１２ｂが形成されている。
【０１６１】
　ゲートバスライン１２ａと他のゲートバスライン１２ｂとの間には、Ｃｓバスライン１
４が形成されている。ゲートバスライン１２とＣｓバスライン１４とは同一導電膜を用い
て形成されている。
【０１６２】
　ゲートバスライン１２及びＣｓバスライン１４が形成されたガラス基板１０上には、ゲ
ート絶縁膜２０が形成されている。
【０１６３】
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　ゲートバスライン１２上には、ゲート絶縁膜２０を介してシリコン薄膜より成るチャネ
ル層２２が形成されている。チャネル層２２の両側には、ソース電極２４ａとドレイン電
極２４ｂとが形成されている。
【０１６４】
　Ｃｓバスライン１４上には、ゲート絶縁膜２０を介してＣｓ対向電極（中間電極）２６
が形成されている。Ｃｓ対向電極２６は、データバスライン１２、ソース電極２４ａ及び
ドレイン電極２４ｂと同一の導電膜を用いて形成されている。
【０１６５】
　ゲート絶縁膜２０上には、ゲートバスライン１２及びＣｓバスライン１４に対してほぼ
直交するように、複数のデータバスライン２８が形成されている。
【０１６６】
　データバスライン２８、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ及びＣｓ対向電極２６
が形成されたガラス基板１０上には、絶縁膜２９が形成されている。
【０１６７】
　絶縁膜２９には、Ｃｓ対向電極２６に達するコンタクトホール３０ｂと、ドレイン電極
２４ｂに達するコンタクトホール３０ａとが形成されている。
【０１６８】
　絶縁膜２９上には、ＩＴＯ膜より成る透過電極３２が形成されている。透過電極３２は
、３つの電極ユニット３４を有している。なお、ここでは、透過電極３２が３つの電極ユ
ニット３４と有する場合を例に説明するが、透過電極３２が有する電極ユニット３４の数
は３つに限定されるものではない。例えば、透過電極３２が有する電極ユニット３４の数
は、１つ又は２つであってもよいし、４つ以上であってもよい。
【０１６９】
　電極ユニット３４と電極ユニット３４とは、接続パターン３８ａにより互いに接続され
ている。薄膜トランジスタ１８の近傍の電極ユニット３４ａには、電極ユニット３４ａと
薄膜トランジスタ１８のドレイン電極２４ｂとを電気的に接続するための接続パターン３
８ｂが形成されている。接続パターン３８ｂは、電極ユニット３４ａと一体に形成されて
いる。薄膜トランジスタ１８の近傍に形成された電極ユニット３４ａは、絶縁膜２９に形
成されたコンタクトホール３０ａを介して、ドレイン電極２４ｂに接続されている。図１
７に示すように、Ｃｓバスライン１４の上方に形成された電極ユニット３４ｂは、絶縁膜
２９に形成されたコンタクトホール３０ｂを介して、中間電極２６に接続されている。
【０１７０】
　３つの電極ユニット３４ａ～３４ｃのうちの２つの電極ユニット３４ａ、３４ｂにおい
ては、ベタ部３６ａ上に島状の絶縁層４０ａが形成されている。絶縁層４０ａの厚さの平
均値は、例えば２μｍ程度とする。図１８に示すように、絶縁層４０ａの表面には、凹凸
４２ａ、４２ｂが形成されている。即ち、絶縁層４０ａの表面には、筋目の方向がゲート
バスライン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸（横皺）４２ｂと、筋目の方向がゲー
トバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸（縦皺）４２ａとが形成されている
。
【０１７１】
　なお、ここでは、３つの電極ユニット３４ａ～３４ｃのうちの２つの電極ユニット３４
ａ、３４ｂに対して島状の絶縁層４０ａを形成したが、全ての電極ユニット３４ａ～３４
ｃに対して島状の絶縁層４０ａを形成し、反射電極４８を形成してもよい。また、３つの
電極ユニット３４ａ～３４ｃのうちの１つの電極ユニット３４に対してのみ、島状の絶縁
層４０ａを形成し、反射電極４８を形成するようにしてもよい。
【０１７２】
　Ｃｓバスライン１４の上方に形成された絶縁層４０ａは、Ｃｓバスラインに沿って突出
する突出する突出部４１を有している。突出部４１は、絶縁層４０ａと一体に形成されて
いる。
【０１７３】
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　絶縁層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。絶縁層４０ａの周縁部には、反
射電極４８が形成されていない領域が存在している。反射電極４８の中心線の近傍には、
接続パターン５０が形成されている。接続パターン５０は、反射電極４８を透過電極３２
に電気的に接続するためのものである。反射電極４８の接続パターン５０と、電極ユニッ
ト３４とは、絶縁層４０ａの縁部近傍において接続されている。
【０１７４】
　Ｃｓバスライン１４の上方に位置する反射電極４８は、ベタ部３６ａから突出し、Ｃｓ
バスライン１４の上方に突出する突出部４９を有している。突出部４９は、絶縁層４０ａ
の突出部４１を介してＣｓバスライン１４上に形成されている。反射電極４８に突出部４
９を形成しているのは、透過部として機能し得ないＣｓバスライン１４が形成された領域
を、反射部として有効活用するためである。これにより、より反射率の高い反射透過型の
液晶表示装置を提供することが可能となる。
【０１７５】
　透過電極３２と反射電極４８とにより、画素電極５２が構成されている。画素電極５２
は、３つのサブピクセル３５ｄ～３５ｆ（図１６（ｂ）参照）により構成されている。３
つのサブピクセル３５ｄ～３５ｆのうちの２つのサブピクセル３５ｄ、３５ｅにおいては
、ベタ部３６ａの上方に反射電極４８が形成されている。ベタ部３６ａの上方に反射電極
４８が形成されている一方、ベタ部３６ａの周囲には反射電極４８が形成されていないた
め、これら２つのサブピクセル３５ｄ、３５ｅにおいては、ベタ部３６ａが反射部として
機能し、ベタ部３６ａの周囲の領域が透過部として機能する。３つのサブピクセル３５ｄ
～３５ｆのうちの１つのサブピクセル３５ｆにおいては、反射電極４８は形成されていな
い。反射電極４８が形成されていないサブピクセル３５ｆは、全体が透過部として機能す
る。
【０１７６】
　こうして、ＴＦＴ基板２ｂが構成されている。
【０１７７】
　次に、ＣＦ基板４ｂについて図１８及び図１９を用いて説明する。
【０１７８】
　ガラス基板５８（図５参照）の下には、ブラックマトリクス層６２ｂが形成されている
。ブラックマトリクス層６２ｂは、ゲートバスライン１２、データバスライン２８及び薄
膜トランジスタ１８の上方に形成されている。
【０１７９】
　ブラックマトリクス層６２ｂが形成されたガラス基板５８の下には、カラーフィルタ層
６２が形成されている。反射電極４８の上方領域においては、カラーフィルタ層６２に開
口部６４ａが形成されている。開口部６４ａは、第１実施形態による液晶表示装置のカラ
ーフィルタ層６２に形成された開口部６４と同様に、反射表示の際における色濃度が透過
表示の際における色濃度に対して著しく濃くなってしまうのを防止するためのものである
。　カラーフィルタ層６２の下には、透明樹脂より成る平坦化層６６（図５参照）が形成
されている。
【０１８０】
　平坦化層６６の下には、ＩＴＯより成る対向電極６８（図５参照）が形成されている。
【０１８１】
　対向電極６８の下には、配向規制用構造物７０ｂが形成されている。配向規制用構造物
７０ｂの平面形状は、例えば四角形（菱形）となっている。配向規制用構造物７０ｂは、
各々の電極ユニット３４の中心の上方に位置するように形成されている。配向規制用構造
物７０ｂの厚さは、例えば２μｍ程度である。
【０１８２】
　こうして、ＣＦ基板４ｂが構成されている。
【０１８３】
　本実施形態による液晶表示装置は、電極ユニット３４のベタ部３６ａ上に、表面に凹凸
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４２ａ、４２ｂが形成された絶縁層４０ａを介して反射電極４８が形成されていることに
主な特徴の一つがある。
【０１８４】
　本実施形態によれば、反射電極４８がゲートバスライン１２上やデータバスライン２８
上に形成されていないため、ゲートバスライン１２やデータバスライン２８と反射電極４
８との間に大きな静電容量が生じるのを防止することができる。従って、本実施形態によ
れば、第１及び第２実施形態による液晶表示装置と同様に、良好な表示品位を有する液晶
表示装置を提供することができる。
【０１８５】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、反射電極４８が、ベタ部３６ａの上方のみな
らず、Ｃｓバスライン１４の上方にも形成されていることにも主な特徴の一つがある。
【０１８６】
　Ｃｓバスライン１４は光を透過し得ない材料より成るため、Ｃｓバスライン１４が形成
されている領域は、透過領域とはなり得ない。本実施形態では、Ｃｓバスライン１４の上
方にも反射電極４８を形成しているため、透過領域として機能し得ない領域を反射領域と
して有効活用することができる。従って、本実施形態によれば、反射効率を向上させるこ
とが可能となる。
【０１８７】
　（変形例）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の変形例を図２０及び図２１を用いて説明する。
図２０は、本変形例による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。図２０（ａ）は
ＴＦＴ基板を示しており、図２０（ｂ）は図２０（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示し
ている。図２１は、本変形例による液晶表示装置を示す平面図（その２）である。図２１
（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図２１（ｂ）は図２１（ａ）に対応する領域のＣＦ基
板を示している。
【０１８８】
　本変形例による液晶表示装置は、反射電極４８の上方領域におけるカラーフィルタ層６
２の厚さが薄く設定されていることに主な特徴がある。
【０１８９】
　まず、ＴＦＴ基板２ｂについては、図１６（ａ）、図１７、図１８（ａ）及び図１９（
ａ）を用いて上述した液晶表示装置のＴＦＴ基板と同様であるので説明を省略する。
【０１９０】
　次に、ＣＦ基板４ｃについて説明する。
【０１９１】
　反射電極４８が形成された領域の上方には、島状の透明樹脂層７４（図１２参照）がそ
れぞれ形成されている。透明樹脂層７４の厚さは、例えば０．８μｍ程度である。透明樹
脂層７４は、図１２を用いて上述した液晶表示装置と同様に、カラーフィルタ層６２の厚
さを部分的に薄くするためのものである。
【０１９２】
　透明樹脂層７４が形成されたガラス基板５８（図１２参照）の下側には、カラーフィル
タ層６２が形成されている。カラーフィルタ層６２により基板表面が平坦化されている。
反射電極４８の上方領域には透明樹脂層７４が形成されているため、反射部として機能す
る領域におけるカラーフィルタ層６２の厚さは、透過部として機能する領域におけるカラ
ーフィルタ層６２の厚さより薄くなっている。透過部として機能する領域におけるカラー
フィルタ層６２の厚さは、例えば１．４μｍ程度である。反射部として機能する領域にお
けるカラーフィルタ層６２の厚さは、例えば０．７μｍ程度である。反射部として機能す
る領域においてカラーフィルタ層６２の厚さを薄くしているのは、上述したように、反射
表示の際における色濃度が透過表示の際における色濃度に対して著しく濃くなってしまう
のを防止するためである。
【０１９３】
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　本変形例では、反射電極４８の上方におけるカラーフィルタ層６２の厚さが薄く設定さ
れているため、反射表示の際における色濃度が透過表示の際における色濃度に対して著し
く濃くなってしまうのを防止することができる。従って、本変形例によっても、良好な表
示品位を有する反射透過型の液晶表示装置を提供することができる。
【０１９４】
　［第４実施形態］
　本発明の第４実施形態による液晶表示装置を図２２及び図２３を用いて説明する。図２
２は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図２３は、本実施形態による
液晶表示装置を示す平面図である。図２３（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図２３（ｂ
）は図２３（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図１乃至図２１に示す第１乃
至第３実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省
略または簡潔にする。
【０１９５】
　本実施形態による液晶表示装置は、反射部５６のうちの中央部におけるカラーフィルタ
層６２の下に配向規制用構造物７０ｃが形成されており、反射部５６のうちの中央部を除
く領域にカラーフィルタ層６２が形成されていないことに主な特徴がある。
【０１９６】
　まず、ＴＦＴ基板２ａについては、第２実施形態で用いられたＴＦＴ基板と同様である
ので、説明を省略する。
【０１９７】
　次に、ＣＦ基板４ｄについて説明する。
【０１９８】
　ガラス基板５８の下には、カラーフィルタ層６２が形成されている。カラーフィルタ層
６２は、透過部５４の全体と、反射部５６のうちの中央部とに形成されている。反射部５
６のうちの中央部を除く領域には、カラーフィルタ層６２は除去されている。即ち、反射
部５６のうちの中央部を除く領域には、カラーフィルタ層６２に開口部７６が形成されて
いる。反射部５６のカラーフィルタ層６２に開口部７６を形成しているのは、反射部５６
の色濃度が透過部５４の色濃度と比較して著しく濃くなってしまうのを防止するためであ
る。反射部５６に形成されたカラーフィルタ層６２の平面形状は、例えば四角形（菱形）
である。反射部５６に形成された四角形のカラーフィルタ層６２の対角線は、ゲートバス
ライン１２とほぼ平行、又は、データバスライン２８とほぼ平行となっている。カラーフ
ィルタ層６２の厚さは、例えば２μｍ程度である。
【０１９９】
　カラーフィルタ層６２の下には、配向規制用構造物７０ｃが形成されている。配向規制
用構造物７０ｃは、サブピクセル３５ａ～３５ｃの中央部にそれぞれ形成されている。即
ち、配向規制用構造物７０ｃは、反射電極４８の中央部の上方に、形成されている。また
、配向規制用構造物７０ｂは、電極ユニット３４ａ、３４ｂの中央部の上方に、それぞれ
形成されている。配向規制用構造物７０ｂ、７０ｃの平面形状は、例えば四角形（菱形）
である。四角形の断面の対角線は、ゲートバスライン１２とほぼ平行、又はデータバスラ
イン２８とほぼ平行となっている。配向規制用構造物７０ｂ、７０ｃの高さは、例えば２
μｍ程度である。
【０２００】
　反射部５６に形成された配向規制用構造物７０ｃは、絶縁層４０ａ上に形成された反射
電極４８と接している。このため、主として、絶縁層４０ａの厚さ、配向規制用構造物７
０ｃの高さ、及びカラーフィルタ層６２の厚さにより、液晶層６の厚さが保持されている
。このように、絶縁層４０ａ、配向規制用構造物７０ｃ及びカラーフィルタ層６２は、ス
ペーサとしても機能する。
【０２０１】
　配向規制用構造物７０ｃの高さは、上述したように例えば２μｍ程度である。このため
、反射部５６のうちの中央部の近傍においては、液晶層６の厚さは２μｍ程度となってい
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る。
【０２０２】
　配向規制用構造物７０ｃの高さは、上述したように２μｍ程度であり、カラーフィルタ
層６２の厚さは、上述したように例えば２μｍ程度である。このため、反射部５６のうち
の中央部を除く領域では、液晶層６の厚さは４μｍ程度となっている。
【０２０３】
　配向規制用構造物７０ｃの高さは、上述したように２μｍ程度であり、絶縁層６の厚さ
は、２μｍ程度である。このため、透過部５４においては、液晶層６の厚さは４μｍ程度
となっている。
【０２０４】
　このように、反射部５６のうちの中央部を除く領域における液晶層６の厚さと、透過部
５４における液晶層６の厚さとが、ほぼ等しく設定されている。
【０２０５】
　本実施形態による液晶表示装置は、反射部５６のうちの中央部にカラーフィルタ層６２
が形成されており、反射部５６のうちの中央部を除く領域にカラーフィルタ層６２が形成
されていないことに主な特徴の一つがある。
【０２０６】
　本実施形態によれば、反射部５６のうちの中央部にカラーフィルタ層６２が形成されて
おり、反射部５６のうちの中央部を除く領域にカラーフィルタ層６２が形成されていない
ため、反射部５６のうちのカラーフィルタ層６２が形成されている領域と反射部５６のう
ちのカラーフィルタ層６２が形成されていない領域との面積比を適宜設定することにより
、反射部５６の色濃度を調整することができる。このため、本実施形態によれば、透過部
５４の色濃度に対して反射部５６の色濃度が著しく濃くなってしまうのを防止することが
できる。ひいては、透過部５４における色濃度と反射部５６における色濃度とをほぼ等し
くすることもできる。
【０２０７】
　しかも、本実施形態によれば、透過部５４に用いられているカラーフィルタ層６２と同
一のカラーフィルタ層６２を反射部５６に用いることができるため、ＣＦ基板４ｄに透明
樹脂より成る平坦化層を形成することを要せず、低コスト化に寄与することができる。
【０２０８】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、反射電極４８のうちの中心部のカラーフィル
タ層６２の下に配向規制用構造物７０ｃが形成されていることにも主な特徴の一つがある
。
【０２０９】
　本実施形態によれば、液晶層６に印加される電圧を配向規制用構造物７０ｃにより部分
的に低下させることができるため、液晶層６の位相差条件を調整することができる。
【０２１０】
　［第５実施形態］
　本発明の第５実施形態による液晶表示装置を図２４及び図２５を用いて説明する。図２
４は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図２５は、本実施形態による
液晶表示装置を示す平面図である。図２５（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図２５（ｂ
）は図２５（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図１乃至図２３に示す第１乃
至第４実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省
略または簡潔にする。
【０２１１】
　本実施形態による液晶表示装置は、反射電極４８上及び透過電極３２下にカラーフィル
タ層６２ａが形成されており、反射電極４８上のカラーフィルタ層６２ａの厚さが透過電
極３２下のカラーフィルタ層６２ａの厚さより薄いことに主な特徴がある。
【０２１２】
　まず、ＴＦＴ基板２ｃについて説明する。
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【０２１３】
　ガラス基板１０上の反射部５６には、島状に絶縁層４０ａが形成されている。絶縁層４
０ａの表面には、例えば凹凸４２が同心状に形成されている。絶縁層４０ａの平均的な厚
さは、例えば１μｍ程度とする。
【０２１４】
　絶縁層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。凹凸４２が形成された絶縁層４
０ａ上に反射電極４８が形成されているため、反射電極４８の表面にも凹凸４２が形成さ
れている。
【０２１５】
　反射電極４８上及びガラス基板１０上には、カラーフィルタ層６２ａが形成されている
。カラーフィルタ層６２ａにより、基板表面が平坦化されている。透過部５４におけるカ
ラーフィルタ層６２ａの厚さは、例えば２μｍ程度とする。基板表面を平坦化するように
カラーフィルタ層６２ａが形成されているため、反射部５６におけるカラーフィルタ層６
２ａの厚さは、例えば１μｍ程度となる。反射部５６においては上述したように光がカラ
ーフィルタ層６２ａを２回透過し、透過部５４においては光がカラーフィルタ層６２ａを
１回透過するが、反射部５６におけるカラーフィルタ層６２ａの厚さが透過部５４におけ
るカラーフィルタ層６２ａの厚さの２分の１程度に設定されているため、反射部５６にお
ける色濃度と透過部５４における色濃度とをほぼ等しくすることができる。
【０２１６】
　カラーフィルタ層６２ａには、反射電極４８の端部に達するコンタクトホール７８が形
成されている。
【０２１７】
　透過部５４のカラーフィルタ層６２ａ上には、透過電極３２が形成されている。透過電
極３２は、コンタクトホール７８を介して、反射電極４８に接続されている。透過電極３
２は、コンタクトホール７８の近傍を除いて、反射電極４８の上方には形成されていない
。反射電極４８と透過電極３２とにより画素電極５２が構成されている。
【０２１８】
　こうしてＴＦＴ基板２ｃが構成されている。
【０２１９】
　次に、ＴＦＴ基板２ｃに対向して設けられた対向基板４ｅについて説明する。
【０２２０】
　ガラス基板５８の下には、対向電極６８が形成されている。
【０２２１】
　対向電極６８の下には、配向規制用構造物７０ｂが形成されている。配向規制用構造物
７０ｂは、反射電極４８の中央部の上方、電極ユニット３４の中央部の上方に、それぞれ
形成されている。
【０２２２】
　こうして、対向基板４ｅが構成されている。
【０２２３】
　ＴＦＴ基板２ｃと対向基板４ｅとの間には、スペーサ８０が設けられている。スペーサ
８０の大きさは、例えば直径４μｍ程度である。ＴＦＴ基板２ｃと対向基板４ｅとの間に
は、液晶層６が封入されている。
【０２２４】
　こうして、本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０２２５】
　本実施形態による液晶表示装置は、上述したように、反射電極４８上及び透過電極３２
下にカラーフィルタ層６２ａが形成されており、反射電極４８上のカラーフィルタ層６２
ａの厚さが透過電極３２下のカラーフィルタ層６２ａの厚さより薄く設定されていること
に主な特徴の一つがある。
【０２２６】
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　反射部５６においては、カラーフィルタ層を透過した光が反射電極４８により反射され
て再度カラーフィルタ層を透過するため、反射部５６におけるカラーフィルタ層の厚さを
透過部５４におけるカラーフィルタ層の厚さと等しく設定した場合には、反射部５６にお
ける色濃度が透過部５４における色濃度に対して著しく濃くなってしまう。
【０２２７】
　本実施形態によれば、反射電極４８上のカラーフィルタ層６２ａの厚さが透過電極３２
下のカラーフィルタ層６２ａの厚さより薄く設定されている、より具体的には、反射電極
４８上のカラーフィルタ層６２ａの厚さが透過電極３２下のカラーフィルタ層６２ａの厚
さの２分の１程度に設定されているため、反射部５６における色濃度が透過部５４におけ
る色濃度に対して著しく濃くなってしまうのを防止することができる。
【０２２８】
　また、本実施形態によれば、反射電極４８上にカラーフィルタ層６２ａが形成されてい
るため、反射部５６の液晶層６に印加される電圧を、反射電極４８上に存在するカラーフ
ィルタ層６２ａにより低下させることができる。このため、反射電極４８上に存在するカ
ラーフィルタ層６２ａの厚さを適宜設定することにより、反射部５６と透過部５４との位
相差条件を合わせ込むことができる。
【０２２９】
　また、本実施形態によれば、カラーフィルタ層６２ａによりＴＦＴ基板２ｃの表面が平
坦化されているため、ＴＦＴ基板２ｃと対向基板４ｅとの間に汎用のスペーサ８０を配置
するだけで、液晶層６の厚さを保持することができる。即ち、本実施形態によれば、簡便
な手段を用いて、液晶層６の厚さを保持することができる。
【０２３０】
　（変形例）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の変形例を図２６及び図２７を用いて説明する。
図２６は、本変形例による液晶表示装置を示す断面図である。図２７は、本変形例による
液晶表示装置を示す平面図である。図２７（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図２７（ｂ
）は図２７（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。
【０２３１】
　本変形例による液晶表示装置は、表面に凹凸４２が形成された反射電極４８の一部がカ
ラーフィルタ層２６ａ上に露出していることに主な特徴がある。
【０２３２】
　まず、ＴＦＴ基板２ｄについて、説明する。
【０２３３】
　本変形例では、絶縁層４０ａの平均的な厚さが２μｍ程度となっている。絶縁層４０ａ
の厚さが２倍になると、凹凸４２の高低差もほぼ２倍になる。本変形例では、絶縁層４０
ａの厚さが、図２４に示す液晶表示装置の絶縁層４０ａの厚さのほぼ２倍となっているた
め、凹凸４２の高低差も、図２４に示す液晶表示装置の絶縁層４０ａの凹凸４２の高低差
のほぼ２倍となっている。
【０２３４】
　絶縁層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。
【０２３５】
　反射電極４８上及びガラス基板１０上には、カラーフィルタ層６２ａが形成されている
。カラーフィルタ層６２ａにより、基板表面が平坦化されている。カラーフィルタ層６２
ａの厚さは２μｍ程度とする。本変形例では、絶縁層４０ａの表面に高低差の大きい凹凸
４２が形成されているため、反射電極４８上に存在するカラーフィルタ層６２ａの平均的
な厚さは、１μｍ程度となる。反射部５６においては上述したように光がカラーフィルタ
層６２ａを２回透過し、透過部５４においては光がカラーフィルタ層６２ａを１回透過す
るが、反射部５６におけるカラーフィルタ層６２ａの平均的な厚さが透過部５４における
カラーフィルタ層６２ａの厚さの２分の１程度であるため、反射部５６における色濃度と
透過部５４における色濃度とをほぼ等しくすることができる。
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【０２３６】
　透過部５４のカラーフィルタ層６２ａ上には、透過電極３２が形成されている。透過電
極３２は、反射電極４８の端部において反射電極４８に接続されている。反射電極４８の
一部がカラーフィルタ層６２ａ上に露出しているため、カラーフィルタ層６２ａにコンタ
クトホール７８（図２４参照）を形成することなく、透明電極３２と反射電極４８とを接
続することができる。
【０２３７】
　本変形例による液晶表示装置は、反射電極４８の一部がカラーフィルタ層６２ａ上に露
出していることに主な特徴がある。
【０２３８】
　本変形例によれば、カラーフィルタ層６２ａにコンタクトホールを形成することなく、
透明電極３２と反射電極４８とを接続することができるため、製造工程の簡便化を図るこ
とができる。
【０２３９】
　［第６実施形態］
　本発明の第６実施形態による液晶表示装置を図２８乃至図３２を用いて説明する。図２
８は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。図２８（ａ）はＴ
ＦＴ基板を示しており、図２８（ｂ）は図２８（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示して
いる。図２９は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図１乃至図２７に
示す第１乃至第５実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付し
て説明を省略または簡潔にする。
【０２４０】
　本実施形態による液晶表示装置は、反射部５６のうちの無着色領域８２ａにより反射さ
れる光の出射方向と、反射部５６のうちの着色領域８２ｂにより反射される光の出射方向
とが、ほぼ等しくなるように、無着色領域８２ａが選択的に配置されていることに主な特
徴がある。即ち、反射部５６のうちのカラーフィルタ層６２が形成されていない領域（無
着色領域）８２ａにおける反射強度の指向性と、反射部５６のうちのカラーフィルタ層が
形成されている領域（着色領域）８２ｂにおける反射強度の指向性とがほぼ等しくなるよ
うに、無着色領域８２ａが選択的に配置されていることに主な特徴がある。
【０２４１】
　まず、ＴＦＴ基板２ｅについて説明する。
【０２４２】
　ガラス基板１０上には、反射部５６に、島状の絶縁層４８ａが形成されている。絶縁層
４８ａの平面形状は、例えば四角形となっている。絶縁層４８ａの表面には、凹凸４２が
同心状に形成されている。凹凸４２のパターンは、四角形となっている。凹凸４２の方向
や形状等は、絶縁層４８ａが硬化収縮する際の応力のバランスの影響を大きく受ける。絶
縁層４０ａの表面に形成される凹凸による筋目の方向の殆どは、ゲートバスライン１２の
長手方向に対してほぼ平行、又は、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直と
なる。筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸は、縦皺と
称される。筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向とほぼ平行な凹凸は、横皺と称
される。
【０２４３】
　なお、ここでは、絶縁層４０ａの表面に皺より成る凹凸を形成する場合を例に説明した
が、絶縁層４０ａの表面に形成する凹凸は皺に限定されるものではない。例えば、フォト
リソグラフィ技術等を用いて絶縁層をパターニングすることにより、絶縁層４０ａの表面
に凹凸を形成するようにしてもよい。
【０２４４】
　絶縁層４０ａ上には、例えば反射電極４８が形成されている。反射電極４８は、例えば
アルミニウム膜により形成されている。アルミニウムより成る反射電極４８は、例えばス
パッタ法により形成することができる。表面に凹凸４２が同心状に形成された絶縁層４０
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ａ上に反射電極４８が形成されているため、絶縁層４０の表面の凹凸４２を反映して、反
射電極４８の表面にも同心状の凹凸４２が形成されている。このため、反射電極４８の表
面には、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸と、筋目
の方向がゲートバスライン１２の長手方向にほぼ平行な凹凸とが形成される。筋目の方向
がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸４２における傾斜面の傾斜方
位は、ゲートバスライン１２の長手方向とほぼ一致する。また、筋目の方向がゲートバス
ライン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸４２における傾斜面の傾斜方位は、ゲート
バスライン１２の長手方向に対して垂直な方向とほぼ一致する。反射電極４８の表面にこ
のような凹凸４２が存在するため、方位角方向又は極角方向の反射強度に指向性が付与さ
れる。例えば、液晶表示装置の画面の左右から入射される光と、液晶表示装置の画面の上
下から入射される光とが、液晶表示装置の正面に強い光強度で出射される。
【０２４５】
　こうして、ＴＦＴ基板２ｅが構成されている。
【０２４６】
　次に、ＣＦ基板４ｆについて説明する。
【０２４７】
　ＣＦ基板４ｆ側には、カラーフィルタ層６２が形成されている。カラーフィルタ層６２
には、反射部５６の中心部に、開口部６４ｂが形成されている。開口部６４ｂは、例えば
円形、楕円形、又は四角形（菱形）等に形成されている。反射部５６のうちのカラーフィ
ルタ層６２が形成されていない領域、即ち、開口部６４ｂが形成されている領域は、無着
色領域８２ａと称される。一方、反射部５６のうちのカラーフィルタ層６２が形成されて
いる領域、即ち、開口部６４ｂが形成されていない領域は、着色領域８２ｂと称される。
無着色領域８２ａと着色領域８２ｂとの面積比は、例えば１：４となっている。
【０２４８】
　反射電極４８の表面に凹凸４２が同心状に形成されており、反射電極４８の中心に無着
色領域８２ａが配されているため、反射部５６の無着色領域８２ａにおける縦皺と横皺と
の存在比と、反射部５６の着色領域８２ｂにおける縦皺と横皺との存在比とが、ほぼ等し
くなっている。このため、本実施形態によれば、無着色領域８２ａにおいて反射される光
の出射方向と、着色領域８２ｂにおいて反射される光の出射方向とが、ほぼ等しくなる。
即ち、無着色領域８２ａにおける反射強度の指向性と、着色領域８２ｂにおける反射強度
の指向性とが、ほぼ等しくなる。
【０２４９】
　反射電極４８の中心の上方領域には、配向規制用構造物７０ｂが形成されている。また
、ＣＦ基板４ｆには、透過電極３２のベタ部３６ａの中心の上方領域には、それぞれ配向
規制用構造物７０ｂが形成されている。配向規制用構造物７０ｂの平面形状は、例えば四
角形（菱形）となっている。
【０２５０】
　こうして本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０２５１】
　本実施形態による液晶表示装置は、無着色領域８２ａにより反射される光の出射方向と
、着色領域８２ｂにより反射される光の出射方向とが、ほぼ等しくなるように、無着色領
域８２ａが選択的に配置されていることに主な特徴がある。
【０２５２】
　反射部５６の色濃度が透過部５４の色濃度に比べて著しく濃くなってしまうのを防止す
べく、反射部５６に無着色領域８２ａを配すれば、反射部５６における色濃度が透過部５
４における色濃度に対して著しく濃くなってしまうのを防止することは可能であるが、無
着色領域８２ａにより反射される光の出射方向と、着色領域８２ｂにより反射される光の
出射方向とが異なり、色再現範囲が狭くなってしまう場合がある。
【０２５３】
　これに対し、本実施形態によれば、反射電極４８に同心状の凹凸４２が形成されており
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、反射部５６の中心部に無着色領域８２ｂが配されているため、反射部５６の無着色領域
８２ａにおける縦皺と横皺との存在比と、反射部５６の着色領域８２ｂにおける縦皺と横
皺との存在比とを、ほぼ等しくすることができる。このため、無着色領域８２ａにより反
射される光の出射方向と、着色領域８２ｂにより反射される光の出射方向とを、ほぼ等し
くすることができる。即ち、無着色領域８２ａによる反射強度の指向性と、着色領域８２
ｂによる反射強度の指向性とをほぼ等しくすることができる。このため、本実施形態によ
れば、反射領域５６における色濃度が、透過領域５４における色濃度と比較して著しく濃
くなってしまうのを防止しつつ、色再現範囲を広くすることができる。
【０２５４】
　（評価結果）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の評価結果を説明する。
【０２５５】
　まず、反射表示の際における反射強度分布について説明する。図３０は、本実施形態に
よる液晶表示装置の評価結果を示すグラフである。図３０（ａ）は、反射表示の際におけ
る反射強度分布を示すグラフである。反射強度分布を測定する際には、入射光の極角を２
５度とし、入射光の方位角を０度～１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基板面に対
する法線方向とした。図３１は、比較例として用いた液晶表示装置を示す平面図である。
図３１（ａ）はＴＦＴ基板を示しており、図３１（ｂ）はＣＦ基板を示している。図３２
は、反射部を示す平面図である。図３２（ａ）は、本実施形態による液晶表示装置の場合
を示している。図３２（ａ）に示すように、本実施形態では、絶縁層４０ａが島状に形成
されており、島状の絶縁層４０ａの表面に同心状に凹凸４２が形成されており、円形の無
着色領域８２ａが反射電極４８の中心部に配されている。図３２（ｂ）は、比較例による
液晶表示装置の場合を示している。図３２（ｂ）に示すように、比較例においては、絶縁
層４０がゲートバスライン１２と平行に帯状に形成されており、絶縁層４０の表面にゲー
トバスライン１２の長手方向に対して垂直な方向の凹凸（縦皺）４２ａが形成されている
場合を示している。比較例では、凹凸４２ａの端部を除く領域、より具体的には、ゲート
バスライン１２の上方領域に無着色領域８２ａを帯状に配した。
【０２５６】
　図３０から分かるように、比較例の場合、即ち、●印で示す場合には、入射光の方位角
が０度及び１８０度の際に、反射強度が著しく強くなっている。一方、入射光の方位角が
０度付近及び１８０度付近以外では、反射強度が極めて低くなっている。このことから、
比較例の場合には、例えば、左右方位から入射される光の反射強度が、上下方位から入射
される光の反射強度に対して極端に強くなってしまうことがわかる。
【０２５７】
　なお、絶縁層４０ａがゲートバスライン１２の長手方向に平行に帯状に形成されており
、絶縁層４０ａの表面にゲートバスライン１２の長手方向に対して垂直な方向の凹凸４２
ａが形成されている場合において、円形状の無着色領域８２ａを反射電極２８の中央部に
選択的に配置した場合（図３２（ｃ）参照）も、同様の特性が得られた。図３２（ｂ）は
、他の比較例、即ち、絶縁層４０ａがゲートバスライン１２に沿って帯状に形成されてお
り、絶縁層４０ａの表面にゲートバスライン１２の長手方向に対して垂直な方向の凹凸４
２ａが形成されている場合において、円形状の無着色領域８２ａを反射電極２８の中央部
に選択的に配置した場合を示す平面図である。
【０２５８】
　これに対し、本実施形態の場合、即ち、▲印で示す場合には、入射光の方位角が０度及
び１８０度の際における反射強度と、入射光の方位角が９０度の際における反射強度とが
、ほぼ等しくなっている。このことから、本実施形態の場合には、左右方位から入射され
る光の反射強度と上下方位から入射される光の反射強度とを、ほぼ等しくし得ることがわ
かる。
【０２５９】
　次に、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布について図３０（ｂ）を用いて説明する。
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図３０（ｂ）は、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布を示すグラフである。ＮＴＳＣ比
とは、ＮＴＳＣ規格で規定されている色度域に対する色再現範囲を面積比で表したもので
ある。光の反射率の視角特性を測定する際には、入射光の極角α（図８参照）を２５度と
し、入射光の方位角β（図８参照）を０度～１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基
板面に対する法線方向とした。●印は、比較例の場合、即ち、図３１に示す液晶表示装置
を用いた場合を示している。▲印は、本実施形態の場合を示している。
【０２６０】
　図３０（ｂ）から分かるように、比較例の場合、即ち、●印で示す場合には、入射光の
方位角βが０度及び１８０度のときにおけるＮＴＳＣ比が、入射光の方位角βが９０度の
ときにおけるＮＴＳＣ比と比較して、極めて低くなってしまっている。このことから、比
較例の場合には、例えば左右方向から光が入射した場合におけるＮＴＳＣ比が、上下方向
から光が入射した場合におけるＮＴＳＣ比と比較して、極端に低くなってしまうことがわ
かる。なお、絶縁層４０ａがゲートバスライン１２の長手方向に対して平行に帯状に形成
されており、帯状の絶縁層４０ａの表面にゲートバスライン１２の長手方向に対して垂直
な方向の凹凸４２ａが形成されている場合において、円形状の無着色領域８２ａを反射電
極４８の中心部に選択的に配置した場合も、同様の特性が得られた。
【０２６１】
　これに対し、本実施形態の場合、即ち▲印で示す場合には、入射光の方位角βが０度及
び１８０度のときにおけるＮＴＳＣ比と、入射光の方位角βが９０度のときにおけるＮＴ
ＳＣ比とが、ほぼ等しくなっている。このことから、本実施形態によれば、例えば左右方
位から光が入射した場合におけるＮＴＳＣ比と、上下方向から光が入射した場合における
ＮＴＳＣ比とを、ほぼ等しくし得ることがわかる。
【０２６２】
　このように本実施形態によれば、反射表示の際の明るさのばらつきが少なく、色再現範
囲の広い液晶表示装置を提供することが可能となる。
【０２６３】
　（変形例（その１））
　次に、本実施形態による液晶表示装置の変形例を図３３及び図３４を用いて説明する。
図３３は、本変形例による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。
【０２６４】
　図３３に示すように、島状の絶縁層４０ａには、同心状に凹凸４２が形成されている。
島状の絶縁層４０ａの平面形状は四角形である。凹凸４２のパターンは、四角形状となっ
ている。
【０２６５】
　反射部５６には、無着色領域８２ａが選択的に配置されている。無着色領域８２ａの形
状は、例えば直角三角形となっている。無着色領域８２ａは、無着色領域８２ａの角の部
分と反射電極４８の角の部分とが一致するように、配置されている。無着色領域８２ａ内
に存在する横皺４２ａの長さと縦皺４２ｂの長さとの比と、三角形の辺の長さの比とは、
ほぼ等しくなっている。無着色領域８２ａ以外の部分は、着色領域８２ｂ、即ちカラーフ
ィルタ層６２（図２８参照）が形成されている領域となっている。反射部５６の無着色領
域８２ａにおける縦皺４２ａと横皺４２ｂの存在比と、反射部５６の着色領域８２ｂにお
ける縦皺４２ａと横皺４２ｂの存在比とがほぼ等しいため、無着色領域８２ａにおいて反
射される光の反射強度の指向性と、着色領域８２ｂにおいて反射される光の反射強度の指
向性とが、ほぼ等しくなる。このため、無着色領域８２ａにより反射される光の出射方向
と、着色領域８２ｂにより反射される光の出射方向とを、ほぼ等しくすることができる。
【０２６６】
　次に、本変形例による液晶表示装置の評価結果を図３４を用いて説明する。図３４は、
本変形例による液晶表示装置の評価結果を示すグラフである。
【０２６７】
　まず、反射表示の際における反射強度分布について図３４（ａ）を用いて説明する。図
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３４（ａ）は、反射表示の際における反射強度分布を示すグラフである。反射強度分布を
測定する際には、入射光の極角α（図８参照）を２５度とし、入射光の方位角β（図８参
照）を０度～１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基板面に対する法線方向とした。
【０２６８】
　図３４（ａ）から分かるように、本変形例による液晶表示装置では、入射光の方位角β
が０度及び１８０度の際における反射強度と、入射光の方位角βが９０度の際における反
射強度とが、ほぼ等しくなっている。このことから、本実施形態の場合には、左右方位か
ら入射される光の反射強度と上下方位から入射される光の反射強度とを、ほぼ等しくし得
ることがわかる。
【０２６９】
　次に、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布について図３４（ｂ）を用いて説明する。
図３４（ｂ）は、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布を示すグラフである。光の反射率
の視角特性を測定する際には、入射光の極角αを２５度とし、入射光の方位角βを０度～
１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基板面に対する法線方向とした。
【０２７０】
　図３４（ｂ）から分かるように、本変形例による液晶表示装置では、入射光の方位角β
が０度及び１８０度のときにおけるＮＴＳＣ比と、入射光の方位角βが９０度のときにお
けるＮＴＳＣ比とが、ほぼ等しくなっている。このことから、本実施形態によれば、例え
ば左右方位から光が入射した場合におけるＮＴＳＣ比と、上下方向から光が入射した場合
におけるＮＴＳＣ比とを、ほぼ等しくし得ることがわかる。
【０２７１】
　このように本変形例によっても、反射表示の際の明るさのばらつきが少なく、色再現範
囲の広い液晶表示装置を提供することが可能となる。
【０２７２】
　なお、ここでは、無着色領域８２ａの形状を三角形とする場合を例に説明したが、無着
色領域８２ａの形状は三角形や円形に限定されるものではない。無着色領域８２ａにより
反射される光の出射方向と、着色領域８２ｂにより反射される光の出射方向とが、ほぼ等
しくなるように、他のあらゆる形状の無着色領域８２ａを適宜配するようにしてもよい。
換言すれば、無着色領域８２ａによる反射強度の指向性と、着色領域８２ｂによる反射強
度の指向性とがほぼ等しくなるように、他のあらゆる形状の無着色領域８２ａを適宜配す
るようにしてもよい。より具体的には、無着色領域８２ａ内に存在する縦皺４２ａと横皺
４２ｂとの存在比と、着色領域８２ｂ内に存在する縦皺４２ａと横皺４２ｂとの存在比と
が、ほぼ等しくなるように、無着色領域８２ａを配するようにすればよい。
【０２７３】
　（変形例（その２））
　次に、本実施形態による液晶表示装置の変形例を図３５を用いて説明する。図３５は、
本変形例による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。
【０２７４】
　本変形例による液晶表示装置は、絶縁層４０ａの表面の凹凸４２がフォトリソグラフィ
技術を用いてパターニングすることにより形成されていることに主な特徴がある。
【０２７５】
　図３５に示すように、絶縁層４０ａの表面には凹凸４２が同心状に形成されている。外
側の凹凸のパターンは、四角形状となっている。外側の凹凸のパターンは、ゲートバスラ
イン１２の長手方向に対してほぼ平行なパターンと、ゲートバスライン１２の長手方向に
対してほぼ垂直なパターンとを有している。内側の凹凸のパターンは、十字状となってい
る。内側の凹凸のパターンも、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行なパタ
ーンと、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直なパターンとを有している。
外側のパターンと内側のパターンとは、絶縁層４０ａの中心を中心として同心状に配置さ
れている。
【０２７６】
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　無着色領域８２ａは、反射部５６の中心部に配されている。無着色領域８２ａの形状は
、円形（楕円形）となっている。反射部５６のうちの無着色領域８２ａを除く領域は、着
色領域８２ｂとなっている。
【０２７７】
　こうして本変形例による液晶表示装置が構成されている。
【０２７８】
　本変形例による液晶表示装置は、上述したように、絶縁層４０ａの表層部をパターニン
グすることにより絶縁層４０ａの表面に凹凸４２が形成されていることに主な特徴がある
。
【０２７９】
　図２８に示す液晶表示装置では、絶縁層４０ａを硬化・熱収縮させることにより、絶縁
層４０ａ表面に凹凸４２を形成していたが、本変形例のように、フォトリソグラフィ技術
を用いてパターニングすることにより絶縁層４０ａの表面に凹凸４２を形成してもよい。
【０２８０】
　本変形例においても、絶縁層４０ａの表面に同心状に凹凸４２が形成されており、絶縁
層４０ａの中心部に無着色領域８２ａが選択的に配置されているため、着色領域８２ａに
おける反射強度の指向性と、無着色領域８２ｂにおける反射強度の指向性とを、ほぼ等し
くすることができる。即ち、着色領域８２ａにより反射される光の反射方向と、無着色領
域８２ｂにより反射される光の反射方向とを、ほぼ等しくすることができる。従って、本
変形例によっても、図２８、図３３に示す液晶表示装置と同様に、色再現範囲の広い液晶
表示装置を提供することができる。
【０２８１】
　［第７実施形態］
　本発明の第７実施形態による液晶表示装置を図３６乃至図３８を用いて説明する。図３
６は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。図３６（ａ）はＴＦＴ基板を
示しており、図３６（ｂ）は図３６（ａ）に対応する領域のＣＦ基板を示している。図３
７は、本実施形態による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。図１乃至図３５に示
す第１乃至第６実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して
説明を省略または簡潔にする。
【０２８２】
　本実施形態による液晶表示装置は、着色領域８２ｂの反射電極４８により反射される光
の反射強度の指向性と、無着色領域８２ａの反射電極４８により反射される光の反射強度
の指向性とが異なっており、着色領域８２ｂの反射電極４８により反射される光の反射強
度が、無着色領域８２ａの反射電極４８により反射される光の反射強度より大きくなるよ
うに、無着色領域８２ａが配されていることに主な特徴がある。より具体的には、本実施
形態による液晶表示装置は、反射電極４８の表面に筋状の凹凸４２ａが揃うように形成さ
れており、筋状の凹凸４２ａの端部を含むように無着色領域８２ａが配されていることに
主な特徴がある。
【０２８３】
　図３６に示すように、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行な方向に、絶
縁層４０が帯状に形成されている。帯状の絶縁層４０の表面には、筋状の凹凸４２ａが形
成されている。筋状の凹凸４２ａは、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直
な方向に揃うように形成されている。
【０２８４】
　絶縁層４０上に形成された反射電極４８にも、絶縁層４０の表面に形成された凹凸と同
様の筋状の凹凸４２ａが形成されている。反射電極４８の表面にこのような凹凸４２が存
在するため、方位角方向又は極角方向の反射強度に指向性が付与される。
【０２８５】
　反射部５６の両端部には、帯状の無着色領域８２ａが配されている。無着色領域８２ａ
は、凹凸４２ａの端部を含むように配されている。凹凸４２ａの端部においては、凹凸４
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２ａの端部における傾斜面が様々な方向を向いているため、凹凸４２ａの端部に入射され
た光は拡散される。このため、無着色領域８２ａにより反射される光の反射強度のピーク
は、比較的弱い。
【０２８６】
　反射部５６のうちの無着色領域８２ａを除く領域は、着色領域８２ｂである。着色領域
８２ｂの形状は、例えば帯状である。着色領域８２ｂは、凹凸４２ａの端部を含まないよ
うに配置されている。凹凸４２ａの端部を除く領域では、凹凸４２ａにおける傾斜面の傾
斜方位がゲートバスライン１４の長手方向となっているため、例えば左右方向から入射さ
れる光が強い強度で反射される。このため、着色領域８２ｂにより反射される光の反射強
度のピークは、無着色領域８２ａにより反射される光の強度のピークより強くなる。
【０２８７】
　なお、ここでは、無着色領域８２ａの平面形状を帯状、即ち多角形状とする場合を例に
説明したが、無着色領域８２ａの平面形状は多角形状に限定されるものではない。例えば
、無着色領域８２ａの平面形状を、円形状又は楕円形状にしてもよい。
【０２８８】
　次に、本実施形態による液晶表示装置の評価結果を図３８を用いて説明する。図３８は
、本実施形態による液晶表示装置の評価結果を示すグラフである。
【０２８９】
　まず、反射表示の際における反射強度分布について説明する。図３８（ａ）は、反射表
示の際における反射強度分布を示すグラフである。反射強度分布を測定する際には、入射
光の極角α（図８参照）を２５度とし、入射光の方位角β（図８参照）を０度～１８０度
の範囲で変化させた。測定点は、基板面に対する法線方向とした。
【０２９０】
　図３８（ａ）から分かるように、本実施形態による液晶表示装置では、入射光の方位角
βが０度及び１８０度の際における反射強度が、入射光の方位角βが９０度の際における
反射強度と比較して強くなっている。しかし、本実施形態による液晶表示装置では、図３
０に示す比較例による液晶表示装置の場合と比較して、反射表示の際における反射強度分
布が大幅に改善されている。
【０２９１】
　次に、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布について図３８（ｂ）を用いて説明する。
図３８（ｂ）は、反射表示の際におけるＮＴＳＣ比分布を示すグラフである。光の反射率
の視角特性を測定する際には、入射光の極角αを２５度とし、入射光の方位角βを０度～
１８０度の範囲で変化させた。測定点は、基板面に対する法線方向とした。
【０２９２】
　図３８（ｂ）から分かるように、本実施形態による液晶表示装置では、入射光の方位角
βが０度及び１８０度のときにおけるＮＴＳＣ比が非常に高くなっており、入射光の方位
角βが０度前後及び１８０度前後以外のときにおけるＮＴＳＣ比が、非常に低くなってい
る。このことから、本実施形態によれば、例えば左右方位から光が入射した場合における
ＮＴＳＣ比を高くし得ることが分かる。
【０２９３】
　これらのことから、明るい表示が得られるような条件においては広い色再現範囲が得ら
れ、表示が暗くなるような条件においては色再現範囲が狭くなることが分かる。
【０２９４】
　本実施形態による液晶表示装置は、上述したように、着色領域８２ｂの反射電極４８に
より反射される光の反射強度の指向性と、無着色領域８２ａの反射電極４８により反射さ
れる光の反射強度の指向性とが異なっており、着色領域８２ｂの反射電極４８により反射
される光の反射強度が、無着色領域８２ａの反射電極４８により反射される光の反射強度
より大きくなるように、無着色領域８２ａが配されていることに主な特徴がある。より具
体的には、本実施形態による液晶表示装置は、上述したように、反射電極４８の表面に筋
状の凹凸４２ａが揃うように形成されており、筋状の凹凸４２ａの端部を含まないように
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着色領域８２ｂが配されており、筋状の凹凸４２ａの端部を含むように無着色領域８２ａ
が配されていることに主な特徴がある。このような液晶表示装置では、明るい表示が得ら
れるような条件では、広い色再現範囲が得られる。一方、表示が暗くなるような条件では
色再現範囲は狭くなるが、表示が暗くなるような条件では、色再現範囲が狭いことが認識
されにくいため、実用上は特段の問題は生じない。従って、本実施形態によっても、良好
な表示品位を有する液晶表示装置を提供することができる。
【０２９５】
　（変形例）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の変形例を図３９を用いて説明する。図３９は、
本変形例による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。
【０２９６】
　本変形例による液晶表示装置は、絶縁層４０ａの表面の凹凸４２ａがフォトリソグラフ
ィ技術を用いてパターニングすることにより形成されていることに主な特徴がある。
【０２９７】
　図３９に示すように、絶縁層４０ａの表面にはゲートバスライン１２の長手方向に対し
てほぼ垂直な方向のパターンの凹凸４２ａが形成されている。
【０２９８】
　反射部５６の両端部には、帯状の無着色領域８２ａが配置されている。無着色領域８２
ａは、凹凸４２ａの端部を含むように配されている。凹凸４２ａの端部では、凹凸４２ａ
の端部における傾斜面の傾斜方位が様々な方位となっているため、光が拡散される。この
ため、無着色領域８２ａにより反射される光の強度のピークは、比較的弱い。
【０２９９】
　反射部５６のうちの無着色領域８２ａを除く領域は、着色領域８２ｂである。着色領域
８２ｂの形状は、例えば帯状である。着色領域８２ｂは、凹凸４２ａの端部を含まないよ
うに配置されている。凹凸４２ａの端部を除く領域では、凹凸４２ａにおける傾斜面の傾
斜方位がゲートバスライン１２の長手方向となっているため、例えば左右方向から入射さ
れる光が強い反射強度で反射される。このため、着色領域８２ｂにより反射される光の強
度のピークは、無着色領域８２ａにより反射される光の強度のピークより大きくなる。
【０３００】
　このように、フォトリソグラフィ技術を用いて絶縁層４０ａの表面に凹凸４２ａを形成
する場合であっても、図３６に示す液晶表示装置と同様に、良好な表示品位を有する液晶
表示装置を提供することができる。
【０３０１】
　［第８実施形態］
　本発明の第８実施形態による液晶表示装置を図４０及び図４１を用いて説明する。図４
０は、本実施形態による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。図１乃至図３９に示
す第１乃至第７実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して
説明を省略または簡潔にする。
【０３０２】
　本実施形態による液晶表示装置は、画素の表示色に応じて無着色領域８２ａの面積が異
なっていることに主な特徴がある。
【０３０３】
　まず、ＴＦＴ基板については、図２８（ａ）に示す液晶表示装置のＴＦＴ基板２ｅと同
様のＴＦＴ基板を用いることができるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０３０４】
　次に、ＣＦ基板について説明する。
【０３０５】
　本実施形態で用いるＣＦ基板は、画素の表示色に応じて無着色領域８２ａの面積が異な
る点の他は、図２８（ｂ）に示す液晶表示装置のＣＦ基板と同様である。
【０３０６】
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　図４０（ａ）は、赤色（Ｒ）を表示するための画素の反射部を示す平面図である。図４
０（ｂ）は、緑色（Ｇ）を表示するための画素の反射部を示す平面図である。図４０（ｃ
）は、青色（Ｂ）を表示するための画素の反射部を示す平面図である。
【０３０７】
　図４０（ａ）及び図４０（ｃ）に示すように、赤色を表示するための画素の反射部５６
ａと青色を表示するための画素の反射部５６ｃとにおいては、無着色領域８２ａの面積が
比較的小さく設定されている。具体的には、着色領域８２ｂの面積に対する無着色領域８
２ａの面積の割合を１５％程度に設定している。
【０３０８】
　図４０（ｂ）に示すように、緑色を表示するための画素の反射部５６ｂにおいては、無
着色領域８２ａの面積が比較的大きく設定されている。具体的には、着色領域８２ｂの面
積に対する無着色領域８２ａの面積の割合は３５％程度に設定されている。
【０３０９】
　（評価結果）
　本実施形態による液晶表示装置の評価結果を図４１を用いて説明する。図４１は、本実
施形態による液晶表示装置の色度座標を示すグラフである。
【０３１０】
　●印は、着色領域８２ｂの面積に対する無着色領域８２ａの面積の割合を一律に２５％
に設定した場合を示している。■印は、反射用カラーフィルタ層の厚さを０．７μｍとし
、反射部５６に無着色領域８２ａを形成しない場合を示している。▲印は、本実施形態の
場合、即ち、赤色と青色を表示する画素の反射部５６ａ、５６ｃにおいては着色領域８２
ｂの面積に対する無着色領域８２ａの面積の割合を１５％に設定し、緑色を表示する画素
の反射部５６ｂにおいては着色領域８２ｂの面積に対する無着色領域８２ａの面積を３５
％に設定した場合を示している。
【０３１１】
　無着色領域の面積の割合は、透過用カラーフィルタ層６２のＮＴＳＣ比が反射用カラー
フィルタ層のＮＴＳＣ比と概ね等しくなるように設定されているが、図４１から分かるよ
うに、●印の場合には、表示される色の色度座標が■印の場合の色度座標からずれてしま
っている。
【０３１２】
　これに対し、本実施形態の場合、即ち、▲印の場合には、かかる色度座標のずれが補正
され、表示される色の色度座標が■印の場合の色度座標に近づいている。
【０３１３】
　このように、本実施形態によれば、着色領域８２ｂの面積に対する無着色領域８２ａの
面積の割合を、画素の表示色に応じて適宜異ならせているため、反射表示の際において良
好な色再現を実現することが可能となる。
【０３１４】
　［第９実施形態］
　本発明の第９実施形態による液晶表示装置及びその製造方法を図４２乃至図４８を用い
て説明する。図４２は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。図４３は、
本実施形態による液晶表示装置を示すＡ－Ａ′線断面図である。図１乃至図４１に示す第
１乃至第８実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明
を省略または簡潔にする。
【０３１５】
　（液晶表示装置）
　本実施形態による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ等が形成されたＴＦＴ基板２ｆと
、カラーフィルタ層等が形成されたＣＦ基板４と、ＴＦＴ基板とＣＦ基板との間に封入さ
れた液晶層６とを有している。ＣＦ基板４としては、上記実施形態のいずれかのＣＦ基板
を適宜用いればよい。
【０３１６】
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　まず、ＴＦＴ基板２ｆについて図４２及び図４３を用いて説明する。
【０３１７】
　ガラス基板１０上には、ゲートバスライン１２と、Ｃｓ（蓄積容量）バスライン１４と
、Ｃｓダミーバスライン１６とが形成されている。
【０３１８】
　ゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１４及びＣｓダミーバスライン１６が形成され
たガラス基板１０上には、例えば窒化シリコン膜より成るゲート絶縁膜２０が形成されて
いる。
【０３１９】
　ゲート絶縁膜２０上には、例えばアモルファスシリコンより成るチャネル層２２が形成
されている。
【０３２０】
　チャネル層２２上には、例えば窒化シリコン膜より成るチャネル保護膜８４が形成され
ている。
【０３２１】
　チャネル層２２上及びチャネル保護膜８４上には、例えばｎ＋型のアモルファスシリコ
ンより成るコンタクト層８６が形成されている。コンタクト層８６は、ソース電極２４ａ
及びドレイン電極２４ｂをオーミック接続するためのものである。
【０３２２】
　コンタクト層８６上には、ソース電極２４ａ及びドレイン電極２４ｂが形成されている
。こうして、ゲート電極１２、チャネル層２２、ソース電極２４ａ及びドレイン電極２４
ｂ等を有する薄膜トランジスタ１８ａが構成されている。
【０３２３】
　Ｃｓバスライン１４の上方には、ゲート絶縁膜２０を介して、アモルファスシリコン膜
２２、ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８６及びＣｓ対向電極（中間電極）２６が形成さ
れている。Ｃｓ対向電極２６は、Ｃｓバスライン１４との間で所定の静電容量を形成する
ためのものである。Ｃｓ対向電極２６は、ソース電極２４ａ及びドレイン電極２４ｂと同
一の導電膜を用いて形成されている。
【０３２４】
　ゲート絶縁膜２０上には、データバスライン２８が形成されている。データバスライン
２８は、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ及びＣｓ対向電極２６と同一の導電膜を
用いて形成されている。データバスライン２８とソース電極２４ａとは、一体に形成され
ている。
【０３２５】
　薄膜トランジスタ１８ａ、Ｃｓ対向電極２６及びデータバスライン２８が形成されたガ
ラス基板１０上には、透明な材料より成る保護膜２９が形成されている。
【０３２６】
　保護膜２９には、ソース電極２４ｂに達するコンタクトホール３０ａと、Ｃｓ対向電極
２６に達するコンタクトホール３０ｂとが形成されている。
【０３２７】
　保護膜２９上には、例えばＩＴＯ膜より成る透過電極３２が形成されている。透過電極
３２は、例えば２つの電極ユニット３４ａ、３４ｂを有している。透過電極３２の接続パ
ターン３８ｂは、コンタクトホール３０ａを介してソース電極２４ｂに接続されている。
また、透過電極３２の接続パターン３８ｃは、コンタクトホール３０ｂを介してＣｓ対向
電極２６に接続されている。
【０３２８】
　透過電極３２の接続パターン３８ｂ上及び保護膜２９上には、表面に凹凸４２ａが形成
された樹脂層４０が帯状に形成されている。樹脂層４０は、例えばポジ型レジストを用い
て形成されている。樹脂層４０は、ゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行に
形成されている。樹脂層４０の一方の縁部は、Ｃｓバスライン１４上に位置しており、樹
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脂層４０の他方の縁部はＣｓダミーバスライン１６上に位置している。凹凸４２ａの方向
は、樹脂層４０の長手方向に対してほぼ垂直な方向、即ち、ゲートバスライン１２の長手
方向に対してほぼ垂直な方向となっている。
【０３２９】
　樹脂層４０は、互いに隣接する画素電極５２間に突出する突出パターン８８を有してい
る。突出パターン８８は、樹脂層４０と一体に形成されている。本実施形態で突出パター
ン８８を樹脂層４０に形成しているのは、以下のような理由によるものである。
【０３３０】
　即ち、樹脂層４０の厚さは例えば２．５μｍ程度と厚いため、導電膜をドライエッチン
グして反射電極４８を形成する際に、樹脂層４０の側壁部分に導電膜の残渣が生じてしま
いやすい。樹脂層４０の側壁部分に導電膜の残渣が生じると、互いに隣接する反射電極４
８が電気的に短絡してしまう虞がある。これに対し、画素電極５２間に突出する突出パタ
ーン８８を樹脂層４０に形成すれば、突出パターン８８の先端においては、樹脂層４０の
側壁の面の傾きが基板面に対して緩やかとなる。樹脂層４０の側壁の面の傾きが基板面に
対して緩やかであれば、導電膜をエッチングして反射電極４８を形成する際に、導電膜の
残渣が生じにくい。このような理由により、本実施形態では、樹脂層４０に突出パターン
８８を形成している。なお、反射電極４８となる導電膜をウエットエッチングによりパタ
ーニングする場合には、樹脂層４０の側壁部分に導電膜の残渣が生じにくいため、樹脂膜
４０に突出パターン８８を形成することを要しない。
【０３３１】
　データバスライン２８の近傍には、樹脂層４０と同一の樹脂層より成る配向規制用構造
物４４ａ、４４ｂが形成されている。配向規制用構造物４４ａ、４４ｂの平面形状は、例
えば三角形又は四角形（菱形）となっている。
【０３３２】
　樹脂層４０上には、反射電極４８ａ、４８ｂが形成されている。反射電極４８ｂは、そ
の反射電極４８ｂの下方に存在しているゲートバスライン１２ｂにより駆動される透過電
極３２には電気的に接続されておらず、反射電極４８ｂの下方に存在するゲートバスライ
ン１２ｂと異なるゲートバスライン１２ａにより駆動される透過電極３２に電気的に接続
されている。
【０３３３】
　こうして、ＴＦＴ基板２ｆが構成されている。
【０３３４】
　ＴＦＴ基板２ｆに対向するように、ＣＦ基板４（図５参照）が設けられている。ＴＦＴ
基板２ｆとＣＦ基板４との間には液晶層６（図４参照）が封入されている。
【０３３５】
　こうして本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０３３６】
　このように、本実施形態による液晶表示装置は、ゲートバスライン１２に沿うように樹
脂層４０が帯状に形成されており、樹脂層４０の表面に、筋目の方向が樹脂層４０の長手
方向に対してほぼ垂直な凹凸４２ａが形成されていることに主な特徴の一つがある。
【０３３７】
　このような凹凸４２ａが形成された絶縁層４０上に反射電極４８が形成されているため
、絶縁層４０の表面の凹凸４２ａを反映して、反射電極４８の表面にも凹凸４２ａが形成
される。凹凸４２ａにおける傾斜面の傾斜方位は、ゲートバスライン１２の長手方向とほ
ぼ一致する。このため、本実施形態によれば、例えば左右方位から入射される光の反射率
を高めることができる。即ち、本実施形態によれば、例えば画面の左右方位又は上下方位
から入射される光の反射率を高めることができる。従って、反射表示の際における表示の
明るさを向上することができる。
【０３３８】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、樹脂層４０が、互いに隣接する反射電極４８
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ａ間の領域から突出する突出パターン８８を有していることにも主な特徴の一つがある。
突出パターン８８の先端においては、樹脂層４０の側壁の面の傾きが基板面に対して緩や
かとなるため、導電膜をドライエッチングして反射電極４８を形成する際に、突出パター
ン８８の先端部においては導電膜の残渣が生じにくい。このため、本実施形態によれば、
互いに隣接する反射電極４８が短絡するのを確実に防止することができる。
【０３３９】
　（液晶表示装置の製造方法）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の製造方法について図４４乃至図４７を用いて説
明する。図４４乃至図４７は、本実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面
図である。
【０３４０】
　まず、図４４（ａ）に示すように、ガラス基板１０上の全面に、例えばＰＶＤ法により
、Ａｌ膜、ＭｏＮ膜、及びＭｏ膜を順次形成する。Ａｌ膜の膜厚は例えば１５０ｎｍ、Ｍ
ｏＮ膜の膜厚は例えば９０ｎｍ、Ｍｏ膜の膜厚は例えば１０ｎｍとする。こうして、Ａｌ
膜、ＭｏＮ膜及びＭｏ膜より成る積層膜９０が形成される。
【０３４１】
　なお、ここでは、ゲートバスライン１２等を形成するための積層膜９０として、Ａｌ膜
、ＭｏＮ膜及びＭｏ膜より成る積層膜９０を形成する場合を例に説明したが、ゲートバス
ライン１２等を形成するための導電膜は、このような材料より成る積層膜９０に限定され
るものではない。例えば、ゲートバスライン１２等を形成するための導電膜として、Ｃｒ
膜やＡｌ合金膜等を用いてもよい。また、ゲートバスライン１２等を形成するための導電
膜として、Ａｌ膜とＴｉ膜とを積層して成る積層膜等を用いてもよい。
【０３４２】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜９２を形成する。
【０３４３】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜９２を所定の形状にパターニ
ングする。
【０３４４】
　次に、図４４（ｂ）に示すように、フォトレジスト膜９２をマスクとして、積層膜９０
をウエットエッチングする。エッチング液としては、例えば、燐酸と硝酸と酢酸との混酸
を用いる。なお、ゲートバスライン１２等を形成するための導電膜として、Ａｌ膜とＴｉ
膜との積層膜を用いる場合には、ドライエッチングによりパターニングすればよい。こう
して、ゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１４及びＣｓダミーバスライン１６等が形
成される。この後、フォトレジスト膜９２を剥離する。
【０３４５】
　次に、図４４（ｃ）に示すように、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、窒化シリ
コン膜より成るゲート絶縁膜２０を形成する。窒化シリコン膜は、透明な絶縁膜である。
ゲート絶縁膜２０の膜厚は、例えば３５０ｎｍ程度とする。
【０３４６】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、アモルファスシリコン膜２２を形成す
る。アモルファスシリコン膜２２は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）のチャネル層となるも
のである。アモルファスシリコン膜２２の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。
【０３４７】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、窒化シリコン膜より成るチャネル保護
膜８４を形成する。チャネル保護膜８４の膜厚は、例えば１２０ｎｍ程度とする。
【０３４８】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜９４を形成する。
【０３４９】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜９４を所定の形状にパターニ
ングする。フォトレジスト膜９４をパターニングする際には、上面露光と背面露光を適宜
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組み合わせればよい。背面露光を行えば、ゲートバスライン１２に自己整合でフォトレジ
スト膜９４を露光することが可能である。
【０３５０】
　次に、図４４（ｄ）に示すように、フォトレジスト膜９４をマスクとして、チャネル保
護膜８４をエッチングする。この後、フォトレジスト膜９４を剥離する。
【０３５１】
　次に、図４５（ａ）に示すように、全面に、例えばＰＶＤ法により、ｎ＋型のアモルフ
ァスシリコン膜８６を形成する。ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８６は、コンタクト層
となるものである。ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８６の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度
とする。
【０３５２】
　次に、全面に、例えばＰＶＤ法により、膜厚２０ｎｍのＴｉ膜、膜厚７５ｎｍのＡｌ膜
及び膜厚８０ｎｍのＴｉ膜を順次積層して成る導電膜９６を形成する。導電膜９６は、ソ
ース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ、データバスライン２８、及びＣｓ対向電極２６と
なるものである。
【０３５３】
　なお、ここでは、ソース電極２４ａ等となる導電膜として、Ｔｉ膜、Ａｌ膜及びＴｉ膜
より成る積層膜９６を形成したが、ソース電極２４ａ等となる導電膜の材料はこれに限定
されるものではない。例えば、ソース電極２４ａ等となる導電膜として、Ａｌ合金膜を形
成してもよいし、他の低抵抗金属より成る積層膜を形成してもよい。
【０３５４】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜９８を形成する。
【０３５５】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜９８を所定の形状にパター
ニングする。
【０３５６】
　次に、図４５（ｂ）に示すように、例えばＲＩＥ法により、フォトレジスト膜９８をマ
スクとして、導電膜９６、ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８６及びアモルファスシリコ
ン膜２２をドライエッチングする。エッチングガスとしては、例えばＣｌ系のガスを用い
る。こうして、データバスライン２８、ドレイン電極２４ｂ、ソース電極２４ａ及びＣｓ
対向電極２６が、導電膜により形成される。また、ドレイン電極２４ｂとソース電極２４
ａの下に存在するｎ＋型のアモルファスシリコン膜８６は、コンタクト層として機能する
。この後、フォトレジスト膜９８を剥離する。
【０３５７】
　次に、図４５（ｃ）に示すように、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、窒化シリ
コンより成る保護膜２９を形成する。保護膜２９の膜厚は、例えば３３０ｎｍ程度とする
。
【０３５８】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１００を形成する。
【０３５９】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜１００に開口部１０２ａ、１
０２ｂを形成する。開口部１０２ａ、１０２ｂは、コンタクトホール３０ａ、３０ｂを形
成するためのものである。
【０３６０】
　次に、図４５（ｄ）に示すように、フォトレジスト膜１００をマスクとして、保護膜２
９をエッチングする。これにより、ドレイン電極２４ｂに達するコンタクトホール３０ａ
と、Ｃｓ対向電極２６に達するコンタクトホール３０ｂとが形成される。この後、フォト
レジスト膜１００を剥離する（図４６（ａ）参照）。
【０３６１】
　次に、図４６（ｂ）に示すように、全面に、例えばＰＶＤ法により、ＩＴＯ膜１０４を
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形成する。ＩＴＯ膜１０４は、透過電極５２等を形成するためのものである。ＩＴＯ膜１
０４の膜厚は、例えば７０ｎｍ程度とする。
【０３６２】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１０６を形成する。
【０３６３】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜１０６を所定の形状にパター
ニングする。
【０３６４】
　次に、図４６（ｃ）に示すように、フォトレジスト膜１０６をマスクとして、ＩＴＯ膜
１０４をエッチングする。これにより、ＩＴＯ膜１０４より成る透過電極５２、接続パタ
ーン３８が形成される。この後、フォトレジスト膜１０６を剥離する。
【０３６５】
　次に、ＩＴＯ膜より成る透過電極５２等を結晶化するための熱処理を行う。熱処理温度
は、例えば２００度以上とする。
【０３６６】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、ポジ型のレジスト膜４０を形成する。レ
ジスト膜４０の膜厚は、例えば２．５μｍ程度とする。この後、レジスト膜４０に対して
熱処理（プリベーク）を行う。プリベークは、レジスト膜４０中の残留溶剤を蒸発させる
とともに、レジスト膜４０の下地に対する密着性を強化するためのものである。
【０３６７】
　次に、図４６（ｄ）に示すように、フォトリソグラフィ技術を用い、ポジ型のレジスト
膜４０を所定のパターニングする。これにより、ポジ型レジスト膜４０より成る帯状の樹
脂層が直線状に形成される。帯状の樹脂層４０の幅は、例えば３０～１００μｍ程度とす
る。この際、画素電極５２間に突出する突出パターン８８（図４２参照）が形成されるよ
うに、レジスト膜４０をパターニングする。また、この際、データバスライン２８の近傍
に、樹脂層４０より成る配向規制用構造物４４ａ、４４ｂ（図４２参照）をも形成する。
【０３６８】
　なお、樹脂層４０に突出パターン８８を形成するのは、上述したように、互いに隣接す
る反射電極４８の短絡を防止するためである。反射電極４８となる導電膜をウエットエッ
チングによりパターニングする場合には、エッチングの際に樹脂層４０の側壁部分に導電
膜の残渣が生じにくいため、樹脂膜４０に突出パターン８８を形成することを要しない。
【０３６９】
　次に、樹脂層４０に対して、熱処理（ポストベーク）を行う。熱処理温度は、例えば１
３０～１７０℃とする。ポストベークは、レジスト膜４０中又はレジスト膜の表面に残留
した現像液やリンス液を蒸発させるとともに、レジスト膜４０を硬化させ、レジスト膜４
０の下地に対する密着性を確保するためのものである。ポストベークを行わないと、後工
程でレジスト膜４０にイオン注入を行う際に、脱ガスの影響によりイオン注入が確実にで
きない虞があるため、ポストベークは必須である。また、後工程で、イオン注入ではなく
紫外線露光を行う場合には、予めポストベークを行っておかないと、レジスト膜４０が破
裂する虞があるため、後工程で紫外線露光を行う場合も、ポストベークは必須である。
【０３７０】
　次に、例えばイオン注入法により、樹脂層４０の表層部に燐イオンを注入する。イオン
注入装置のチャンバ内に導入するガスとしては、水素（Ｈ２）ガスで希釈されたホスフィ
ン（ＰＨ３）ガスを用いる。樹脂層４０の表層部に燐イオンを注入するのは、樹脂層４０
の表層部を硬化させるためである。
【０３７１】
　なお、ここでは、樹脂層４０の表層部にイオン注入を行うことにより、樹脂層４０の表
層部を硬化させる場合を例に説明したが、樹脂層４０の表層部を硬化させる方法は、イオ
ン注入に限定されるものではない。例えば、プラズマ照射、紫外線照射、レーザ照射等に
より、樹脂層４０の表層部を硬化させてもよい。
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【０３７２】
　次に、樹脂層４０に対して、比較的高温の熱処理（ハードキュア）を行う。この際、ポ
ストベークより高い温度、より具体的には、レジスト膜の熱硬化点以上の温度で熱処理を
行う。熱処理温度は、例えば１９０～２３０℃とする。樹脂層４０の表層部は予め硬化さ
れているため収縮しにくい一方、樹脂層４０の内部はこのような比較的高温の熱処理によ
り著しく熱収縮する。このため、樹脂層４０の表面には、凹凸４２ａが形成される（図４
７（ａ）参照）。
【０３７３】
　なお、ポストベークの温度が異なると、ハードキュアの際における熱収縮率も異なる。
このため、ポストベークの温度を適宜設定することにより、凹凸４２ａの形状等を適宜設
定することが可能である。
【０３７４】
　また、凹凸４２の高低差やピッチは、イオン注入条件やレジスト膜の膜厚等を適宜設定
することにより、変化させることが可能である。ＰＤＡに用いる液晶表示装置のような小
型の液晶表示装置を製造する場合には、凹凸４２ａにより構成される傾斜面の平均的な傾
斜角は、４～８度程度となることが望ましい。樹脂層４０の表面にこのような凹凸４２ａ
を形成する場合には、例えば、レジスト膜の膜厚を２．５μｍ程度、チャンバ内に導入す
るＰＨ３ガスの流量を４０ｓｃｃｍ程度、プラズマ放電出力を１００Ｗ程度、加速電圧を
６０ｋｅＶ程度、ドーズ量を３×１０１４ｃｍ－２程度とすればよい。このような条件で
凹凸４２ａを形成すれば、凹凸４２ａの高低差（深さ）は０．４～１．０μｍ、凹凸４２
ａのピッチは１０～１４μｍ、凹凸４２ａにより構成される傾斜面の平均的な傾斜角は、
４～８度程度となる。
【０３７５】
　なお、イオン注入条件は、上記に限定されるものではなく、適宜設定すればよい。例え
ば、ドーズ量を５×１０１３～１×１０１５ｃｍ－２、加速電圧を５～９０ｋｅＶの範囲
内とすれば、凹凸を一様に形成することができる。
【０３７６】
　また、ここでは、イオン注入を行う際に、イオン注入装置のチャンバ内に、水素ガスに
より希釈されたホスフィンガスを導入する場合を例に説明したが、イオン注入装置のチャ
ンバ内に導入するガスは、これに限定されるものではない。例えば、水素ガスにより希釈
されたジボラン（Ｂ２Ｈ６）ガスを用いてもよい。ジボランガスを用いた場合には、ポジ
型レジストより成る樹脂層４０の表面にボロンイオンが注入される。樹脂層４０の表面に
ボロンイオンを導入した場合にも、樹脂層４０の表面に燐イオンを導入した場合と同様に
、樹脂層４０の表面に所望の凹凸を形成することができる。
【０３７７】
　次に、図４７（ｂ）に示すように、全面に、例えばＰＶＤ法により、Ｔｉ膜とＡｌ膜と
を順次積層することにより、導電膜４８を形成する。Ｔｉ膜の厚さは、例えば１００ｎｍ
とする。Ａｌ膜の膜厚は例えば１００ｎｍとする。導電膜４８は、反射電極となるもので
ある。
【０３７８】
　導電膜として、単層のＡｌ膜ではなく、Ｔｉ膜とＡｌ膜とを順次積層して成る積層膜を
用いるのは、透過電極３２として用いられているＩＴＯ膜にＡｌ膜を直接接続すると、電
気化学的腐食、即ち、電食が生じてしまうためである。本実施形態では、透過電極３２と
して用いられているＩＴＯ膜とＡｌ膜との間にＴｉ膜が存在しているため、電食を防止す
ることができる。
【０３７９】
　Ｔｉ膜の膜厚は、厚めに形成することが望ましい。より具体的には、Ｔｉ膜の膜厚をＩ
ＴＯ膜１０４の膜厚より厚く設定することが望ましい。Ｔｉ膜の膜厚を厚めに設定するの
は、反射電極４８の縁部等においてＴｉ膜が消失すると、Ａｌ膜がＩＴＯ膜１０４より成
る透過電極３２に直接接触し、電食が生じてしまうためである。Ｔｉ膜をＩＴＯ膜１０４
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の膜厚より厚く形成すれば、Ｔｉ膜の膜厚が十分に厚いため、Ａｌ膜がＩＴＯ膜１０４よ
り成る透過電極１０４に接触するのを防止することができる。
【０３８０】
　なお、ここでは、Ｔｉ膜とＡｌ膜とを順次積層することにより導電膜４８を形成する場
合を例に説明したが、導電膜４８の材料はこれに限定されるものではない。例えば、Ｍｏ
Ｎ膜とＡｌ膜とを順次積層することにより、導電膜４８を形成してもよい。この場合、Ｍ
ｏＮ膜の膜厚は、例えば１００ｎｍとする。また、Ａｌ膜の膜厚は、例えば１００ｎｍと
する。ＭｏＮ膜とＡｌ膜とから成る導電膜４８は、ウエットエッチングによりパターニン
グすることが可能である。ＭｏＮ膜とＡｌ膜とから成る導電膜４８をウエットエッチング
によりパターニングする場合には、樹脂層４０に突出パターン８８を設けておくことを要
しない。
【０３８１】
　なお、ＭｏＮ膜は、上述したＴｉ膜と同様に、Ａｌ膜がＩＴＯ膜１０４より成る透過電
極３２に直接接触するのを防止し、ひいては電食を防止するためのものである。上記と同
様の理由により、ＭｏＮ膜の膜厚は、ＩＴＯ膜１０４の膜厚より厚く形成することが望ま
しい。
【０３８２】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１０８を形成する。こ
の際、フォトレジスト膜１０８を２．０～２．３μｍ程度と厚めに形成することが望まし
い。より具体的には、樹脂層４０の上方におけるフォトレジスト膜の膜厚が０．３μｍ以
上となるように、フォトレジスト膜１０８を厚めに形成する。
【０３８３】
　本実施形態でフォトレジスト膜１０８を厚めに形成するのは、以下のような理由による
ものである。即ち、一般に、パターニングに用いられるフォトレジスト膜の膜厚は、１．
５～１．７μｍ程度が通常である。しかし、樹脂層４０の厚さが２μｍ程度と厚いため、
このような厚い樹脂層４０が形成されたガラス基板１０上に通常の厚さのフォトレジスト
膜を形成した場合には、樹脂層４０の上方におけるフォトレジスト膜１０８の膜厚が薄く
なってしまい、フォトレジスト膜１０８に対して露光を行った後の現像の際に、樹脂層４
０の上方のフォトレジスト膜１０８が部分的に消失してしまう虞がある。樹脂層４０の上
方のフォトレジスト膜１０８が消失すると、樹脂層４０上の導電膜４８を所望の形状にパ
ターニングできなくなってしまう。
【０３８４】
　これに対し、本実施形態では、フォトレジスト膜１０８を厚めに形成するため、フォト
レジスト膜１０８の現像を行った際においても、樹脂層４０の上方のフォトレジスト膜１
０８を確実に残存させることができる。従って、本実施形態によれば、樹脂層４０上の導
電膜４８を所望の形状にパターニングして反射電極４８を形成することができる。現像の
際におけるフォトレジスト膜１０８の膜厚の減少は０．２～０．３μｍ程度であるため、
樹脂層４０の上方におけるフォトレジスト膜１０８の膜厚が０．３μｍ以上となるように
、フォトレジスト膜１０８を厚めに形成すればよい。
【０３８５】
　次に、図４７（ｃ）に示すように、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜
１０８を所定の形状にパターニングする。
【０３８６】
　次に、フォトレジスト膜１０８をマスクとして、導電膜４８をドライエッチングする。
エッチングガスとしては、例えば塩素系のエッチングガスを用いればよい。
【０３８７】
　なお、導電膜４８としてＭｏＮ膜とＡｌ膜とを順次積層して成る積層膜を用いる場合に
は、導電膜４８はウエットエッチングによりパターニングすればよい。エッチング液とし
ては、例えば、燐酸、硝酸、酢酸を混合して成る混酸等を用いる。こうして、導電膜４８
より成る反射電極が形成される。なお、導電膜４８をウエットエッチングによりパターニ
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ングする場合には、上述したように、樹脂層４０に突出パターン８８を形成することを要
しない。
【０３８８】
　次に、図４７（ｄ）に示すように、フォトレジスト膜１０８を剥離する。
【０３８９】
　こうして、ＴＦＴ基板２ｆが製造される。この後、ＴＦＴ基板２ｆに対向するようにＣ
Ｆ基板４を設け、ＴＦＴ基板２ｆとＣＦ基板４との間に液晶層６を封入する。
【０３９０】
　こうして、本実施形態による液晶表示装置が製造される。
【０３９１】
　なお、ここでは、帯状の樹脂層４０をゲートバスライン１２に沿って延在するように直
線状に形成する場合を例に説明したが、帯状の樹脂層４０を直線状に形成しなくてもよい
。
【０３９２】
　図４８は、本実施形態による液晶表示装置の変形例を示す平面図である。
【０３９３】
　図４８（ａ）は、帯状の樹脂層を方形波状に形成した場合を示す平面図である。帯状の
樹脂層４０を方形波状に形成した場合にも、凹凸４２ａの方向は、帯状の樹脂層４０の長
手方向に対してほぼ垂直な方向となる。
【０３９４】
　図４８（ｂ）は、帯状の樹脂層を蛇行状に形成した場合を示す平面図である。帯状の樹
脂層を蛇行状に形成した場合にも、凹凸４２ａの方向は、帯状の樹脂層４０の長手方向に
対してほぼ垂直な方向となる。
【０３９５】
　図４８（ｃ）は、帯状の樹脂層を鋸歯状に形成した場合を示す平面図である。帯状の樹
脂層４０を鋸歯状に形成した場合にも、凹凸４２ａの方向は、帯状の樹脂層４０の長手方
向に対してほぼ垂直な方向となる。
【０３９６】
　いずれの場合も、帯状の樹脂層４０上に反射電極４８を適宜配置するようにすればよい
。
【０３９７】
　［第１０実施形態］
　本発明の第１０実施形態による液晶表示装置及びその製造方法を図４９乃至図５２を用
いて説明する。図４９は、本実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。図５０は
、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図１乃至図４８に示す第１乃至第
９実施形態による液晶表示装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略ま
たは簡潔にする。
【０３９８】
　（液晶表示装置）
　まず、本実施形態による液晶表示装置について説明する。
【０３９９】
　本実施形態による液晶表示装置は、樹脂層４０ａの下に遮光膜が形成されていること、
及び、絶縁層が島状に形成されていることに主な特徴がある。
【０４００】
　図５０に示すように、透過電極３２が形成された保護膜２９上には、例えばＭｏＮ又は
Ｔｉより成る遮光膜１１０が形成されている。
【０４０１】
　本実施形態で、樹脂層４０ａの下に遮光膜１１０を形成しているのは、以下のような理
由によるものである。即ち、樹脂層となるレジスト膜４０ａをパターニングする際には露
光・現像を行う必要がある。露光の際には、基板を支持するための露光ステージに光が達
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し、光の反射や回折が生じる。そうすると、レジスト膜のうちの本来露光すべきでない箇
所までもが感光してしまうこととなる。露光ステージには、各種センサ、基板吸着のため
の溝、基板保持のためのピンチャック等が形成されており、これらにより様々な凹凸が存
在している。このため、レジスト膜４０ａのうちの本来露光すべきでない箇所が、不均一
に感光してしまうこととなる。そうすると、レジスト膜４０ａが不均一に硬化してしまい
、樹脂層４０ａの表面に凹凸４２が不均一に形成されてしまうこととなる。これに対し、
本実施形態では、樹脂層４０ａの下に遮光膜１１０が形成されているため、樹脂層となる
レジスト膜４０ａが、露光ステージの凹凸の影響により不均一に感光してしまうのを防止
することができる。
【０４０２】
　遮光膜１１０上には、表面に凹凸が形成された樹脂層４０ａが形成されている。樹脂層
４０ａの下に遮光膜１１０が形成されているため、露光の際に樹脂層４０ａが不均一に感
光してしまうことが防止されている。従って、樹脂層４０ａの表面には、凹凸４２がムラ
なく形成されている。樹脂層の平面形状が四角形であるため、凹凸４２のパターンも四角
形となっている。凹凸４２は、同心状に形成されている。
【０４０３】
　樹脂層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。反射電極４８は、遮光膜１１０
を介して透過電極３２に電気的に接続されている。
【０４０４】
　こうして本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０４０５】
　このように本実施形態による液晶表示装置は、上述したように、樹脂層４０ａの下に遮
光膜１１０が形成されていることに主な特徴の一つがある。
【０４０６】
　本実施形態によれば、樹脂層４０ａの下に遮光膜１１０が形成されているため、露光ス
テージによる光の反射を防止することができ、露光の際に樹脂層４０ａが不均一に感光し
てしまうことが防止されている。従って、本実施形態によれば、樹脂層４０ａの表面に凹
凸４２をムラなく形成することができ、良好な表示品位を有する液晶表示装置を提供する
ことができる。
【０４０７】
　また、本実施形態による液晶表示装置は、樹脂層４０ａが島状に形成されており、島状
の樹脂層４０ａの表面に同心状に凹凸４２が形成されていることにも主な特徴の一つがあ
る。表面に凹凸４２が同心状に形成された絶縁層４０ａ上に反射電極４８を形成している
ため、反射電極４８の表面にも同心状の凹凸４２が形成されている。このため、反射電極
４８の表面には、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸
と、筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸とが形成され
る。筋目の方向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ垂直な凹凸４２における
傾斜面の傾斜方位は、ゲートバスライン１２の長手方向とほぼ一致する。また、筋目の方
向がゲートバスライン１２の長手方向に対してほぼ平行な凹凸における傾斜面の傾斜方位
は、ゲートバスライン１２の長手方向に対して垂直な方向とほぼ一致する。このため、本
実施形態によれば、液晶表示装置の画面の左右から入射される光と、液晶表示装置の画面
の上下から入射される光とを、液晶表示装置の画面の正面に強い光強度で出射することが
可能となる。
【０４０８】
　（液晶表示装置の製造方法）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の製造方法を図５１及び図５２を用いて説明する
。図５１及び図５２は、本実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図であ
る。
【０４０９】
　まず、ＩＴＯ膜より成る透過電極３２を形成する工程までは、図４４（ａ）乃至図４６
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（ｃ）に示す液晶表示装置の製造方法と同様であるので、説明を省略する（図５１（ａ）
参照）。
【０４１０】
　次に、図５１（ｂ）に示すように、全面に、例えばＰＶＤ法により、ＭｏＮ又はＴｉよ
り成る遮光膜１１０を形成する。遮光膜の厚さは、例えば１００ｎｍ程度とする。
【０４１１】
　次に、図４６（ｄ）を用いて上述した液晶表示装置の製造方法と同様にして、ポジ型の
レジスト膜４０ａを形成する。
【０４１２】
　次に、ポジ型のレジスト膜４０ａを所定の形状にパターニングする。これにより、ポジ
型レジスト膜４０ａより成る島状の樹脂層が形成される。樹脂層４０ａの平面形状は、例
えば四角形とする。
【０４１３】
　次に、図４６（ｄ）を用いて上述した液晶表示装置の製造方法と同様にして、樹脂層に
対して、熱処理（ポストベーク）を行う。
【０４１４】
　次に、例えばイオン注入法により、樹脂層４０ａの表層部に例えば燐イオンを注入する
。
【０４１５】
　なお、ここでは、樹脂層４０ａの表層部にイオン注入を行うことにより、樹脂層４０ａ
の表層部を硬化させる場合を例に説明したが、樹脂層４０ａの表層部を硬化させる方法は
、イオン注入に限定されるものではない。例えば、プラズマ照射、紫外線照射、レーザ照
射等により、樹脂層４０ａの表層部を硬化させてもよい。
【０４１６】
　次に、図５１（ｃ）に示すように、樹脂層４０ａに対して、比較的高温の熱処理（ハー
ドキュア）を行う。高温の熱処理は、図４７（ａ）を用いて上述した液晶表示装置の製造
方法と同様とすればよい。これにより、樹脂層４０ａの表面に、凹凸４２がムラなく形成
される。樹脂層４０ａが島状に形成されているため、樹脂層４０ａの表面には凹凸４２が
同心状に形成される。
【０４１７】
　次に、図５２（ａ）に示すように、全面に、例えばＰＶＤ法により、Ａｌ膜より成る導
電膜４８を形成する。Ａｌ膜の膜厚は例えば１００ｎｍとする。導電膜４８は、反射電極
となるものである。Ｔｉ又はＭｏＮより成る遮光膜が予め形成されており、反射電極４８
とＩＴＯ膜より成る透過電極３２とが遮光膜１１０を介して電気的に接続されるため、反
射電極４８となる導電膜の材料として単層のＡｌ膜を用いた場合であっても、電食が生じ
ることはない。
【０４１８】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１０８を形成する。
【０４１９】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜１０８を所定の形状にパター
ニングする。
【０４２０】
　次に、図５２（ｂ）に示すように、フォトレジスト膜１０８をマスクとして、導電膜４
８及び１１０をドライエッチングする。
【０４２１】
　次に、図５２（ｃ）に示すように、フォトレジスト膜１０８を剥離する。
【０４２２】
　こうして、ＴＦＴ基板２ｇが製造される。この後、ＴＦＴ基板２ｇに対向するようにＣ
Ｆ基板４を設け、ＴＦＴ基板２ｇとＣＦ基板４との間に液晶層６を封入する。
【０４２３】
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　こうして、本実施形態による液晶表示装置が製造される。
【０４２４】
　なお、ここでは、島状の樹脂層４０ａの平面形状を四角形状とする場合を例に説明した
が、島状の樹脂層４０ａの平面形状は四角形状に限定されるものではない。例えば、樹脂
層４０ａの平面形状を、六角形状、八角形状、円形状、又は楕円形状等に適宜設定として
もよい。
【０４２５】
　図５３は、本実施形態による液晶表示装置の変形例を示す平面図である。
【０４２６】
　図５３（ａ）は、樹脂層の平面形状を六角形状とした場合を示している。樹脂層４０ａ
の平面形状を六角形にした場合にも、同心状に凹凸４２が形成される。この場合、凹凸４
２のパターンは、六角形状となる。
【０４２７】
　図５３（ｂ）は、樹脂層の平面形状を八角形状とした場合を示している。樹脂層４０ａ
の平面形状を八角形にした場合にも、同心状に凹凸４２が形成される。この場合、凹凸４
２のパターンは、八角形状となる。
【０４２８】
　図５３（ｃ）は、樹脂層の平面形状を円形状とした場合を示している。樹脂層４０ａの
平面形状を円形状にした場合にも、同心状に凹凸４２が形成される。この場合、凹凸４２
のパターンは、円形状となる。
【０４２９】
　［第１１実施形態］
　本発明の第１１実施形態による液晶表示装置及びその製造方法を図５４及び図５５を用
いて説明する。図５４は、本実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。図１乃至
図５３に示す第１乃至第１０実施形態による液晶表示装置及びその製造方法と同一の構成
要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０４３０】
　本実施形態による液晶表示装置は、ＴＦＴ基板２ｈにチャネルエッチング型の薄膜トラ
ンジスタが形成されていることに主な特徴がある。
【０４３１】
　ガラス基板１０上には、ゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１４等が形成されてい
る。
【０４３２】
　ゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１４等が形成されたガラス基板１０上には、ゲ
ート絶縁膜２０が形成されている。
【０４３３】
　ゲートバスライン１２の上方には、ゲート絶縁膜２０を介して、アモルファスシリコン
より成るチャネル層２２が形成されている。
【０４３４】
　チャネル層２２上には、ｎ＋型のアモルファスシリコンより成るコンタクト層８６が形
成されている。
【０４３５】
　コンタクト層８６上及びゲート絶縁膜２０上には、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２
４ｂが形成されている。ゲート電極１２、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ及びチ
ャネル層２２等により、薄膜トランジスタ１８ｂが構成されている。コンタクト層８６を
パターニングする際に、チャネル層２２の一部がエッチングされているため、このような
薄膜トランジスタ１８ｂはチャネルエッチング型と称される。
【０４３６】
　Ｃｓバスライン１４の上方には、ゲート絶縁膜２０を介してＣｓ対向電極２６が形成さ
れている。
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【０４３７】
　ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ、Ｃｓ対向電極２６等が形成されたガラス基板
１０上には、保護膜２９が形成されている。
【０４３８】
　保護膜２９には、ドレイン電極２４ｂに達するコンタクトホール３０ａと、Ｃｓ対向電
極２６に達するコンタクトホール３０ｂとが形成されている。
【０４３９】
　保護膜２９上には、透過電極３２が形成されている。ドレイン電極２４ｂとＣｓ対向電
極２６とは、コンタクトホール３０ａ、３０ｂを介して透過電極３２の接続パターン３８
ｂにより接続されている。
【０４４０】
　透過電極３２上、保護膜２９上には、表面に凹凸４２が形成された樹脂層４０ａが形成
されている。樹脂層４０ａは、帯状に形成されていてもよいし、島状に形成されていても
よい。
【０４４１】
　樹脂層４０ａ上には、反射電極４８が形成されている。反射電極４８は、樹脂層４０ａ
の縁部近傍領域において透過電極３２に接続されている。
【０４４２】
　こうして本実施形態による液晶表示装置が構成されている。
【０４４３】
　（液晶表示装置の製造方法）
　次に、本実施形態による液晶表示装置の製造方法を図５５を用いて説明する。図５５は
、本実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０４４４】
　まず、ガラス基板１０上の全面に、積層膜を形成する。この後、積層膜を所定の形状に
パターニングする。こうして、積層膜より成るゲートバスライン１２、Ｃｓバスライン１
４等が形成される（図５５（ａ）参照）。
【０４４５】
　次に、図５５（ｂ）に示すように、全面に、ゲート絶縁膜２０を形成する。
【０４４６】
　次に、全面に、アモルファスシリコン膜２２を形成する。アモルファスシリコン膜２２
は、チャネル層となるものである。アモルファスシリコン膜２２の膜厚は、例えば１２０
ｎｍ程度とする。アモルファスシリコン膜２２の膜厚をこのように厚めに形成するのは、
コンタクト層となるｎ＋型のアモルファスシリコン膜８４をパターニングする際に、チャ
ネル層となるアモルファスシリコン膜２２が過度にエッチングされ、チャネル層が切断さ
れてしまうのを防止するためである。
【０４４７】
　次に、全面に、ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８４を形成する。ｎ＋型のアモルファ
スシリコン膜８４は、コンタクト層となるものである。ｎ＋型のアモルファスシリコン膜
８４の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。
【０４４８】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１１２を形成する。
【０４４９】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜１１２を所定の形状にパタ
ーニングする。
【０４５０】
　次に、例えばＲＩＥ法により、フォトレジスト膜１１２をマスクとして、ｎ＋型のアモ
ルファスシリコン膜８４及びアモルファスシリコン膜２２をパターニングする。この後、
フォトレジスト膜１１２を剥離する。
【０４５１】
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　次に、全面に、例えばＰＶＤ法により、膜厚２０ｎｍのＭｏ膜、膜厚７５ｎｍのＡｌ膜
、膜厚９０ｎｍのＭｏＮ膜、膜厚１０ｎｍのＭｏ膜を順次積層して成る導電膜を形成する
。導電膜は、ソース電極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ、データバスライン２８、Ｃｓ対向
電極２６となるものである。
【０４５２】
　なお、ここでは、ソース電極２４ａ等となる導電膜として、Ｍｏ膜、Ａｌ膜、ＭｏＮ膜
及びＭｏ膜より成る積層膜を形成したが、導電膜の材料はこれに限定されるものではない
。例えば、ソース電極２４ａ等となる導電膜として、Ａｌ合金膜を形成してもよいし、他
の低抵抗金属より成る積層膜を形成してもよい。
【０４５３】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜１１４を形成する。
【０４５４】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜１１４を所定の形状にパタ
ーニングする。
【０４５５】
　次に、フォトレジスト膜１１４をマスクとして、積層膜を例えば混酸を用いてウエット
エッチングする。この後、例えばＲＩＥ法により、チャネル領域のｎ＋型のアモルファス
シリコン膜８４をドライエッチングする。エッチングガスとしては、例えば、ＳＦ６ガス
と、Ｈｅガスと、ＨＣｌガスとの混合ガスを用いる。こうして、導電膜より成るソース電
極２４ａ、ドレイン電極２４ｂ、Ｃｓ対向電極２６等が形成される。
【０４５６】
　次に、例えばＲＩＥ法により、フォトレジスト膜１１４をマスクとして、ｎ＋型のアモ
ルファスシリコン膜８４をパターニングする。この際、ｎ＋型のアモルファスシリコン膜
８４下のアモルファスシリコン膜２２もエッチングされるが、チャネル層となるアモルフ
ァスシリコン膜２２が過度にエッチングされるとチャネル層２２が切断されてしまう。ｎ
＋型のアモルファスシリコン膜８４をエッチングする際には、ｎ＋型のアモルファスシリ
コン膜８４直下のアモルファスシリコン膜２２が少なくとも数１０ｎｍ以上は残存するよ
うに、ｎ＋型のアモルファスシリコン膜８４をエッチングすることが望ましい。こうして
、チャネルエッチング型の薄膜トランジスタ１８ｂが形成される。この後、フォトレジス
ト膜１１４を剥離する。
【０４５７】
　この後の液晶表示装置の製造方法は、第９又は第１０実施形態による液晶表示装置の製
造方法と同様であるので、説明を省略する。
【０４５８】
　こうして、本実施形態による液晶表示装置が製造される。
【０４５９】
　本実施形態のように、チャネルエッチング型の薄膜トランジスタ１８ｂをＴＦＴ基板２
ｈに形成するようにしてもよい。
【０４６０】
　［変形実施形態］
　本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０４６１】
　例えば、上記実施形態のＴＦＴ基板とＣＦ基板とを適宜組み合わせてもよい。
【０４６２】
　また、第９及び第１０実施形態による液晶表示装置の製造方法を、第１乃至第８実施形
態による液晶表示装置を製造する際に、適宜用いてもよい。
【０４６３】
　また、第９実施形態では、樹脂層を帯状に形成したが、樹脂層を島状に形成してもよい
。
【０４６４】
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　また、第１０実施形態では、樹脂層を島状に形成したが、樹脂層を帯状に形成してもよ
い。例えば、樹脂層を、直線状、方形波状、蛇行状、又は鋸波状等に形成してもよい。
【０４６５】
　（付記１）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と、前記透過電
極に電気的に接続された反射電極とを有する画素電極とを有する第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、前記ゲートバスラインと異なる他のゲートバスラインの上方に、絶縁
層を介して形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４６６】
　（付記２）
　付記１記載の液晶表示装置において、
　前記透過電極は、接続パターンにより互いに接続された複数の電極ユニットより成る
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４６７】
　（付記３）
　付記２記載の液晶表示装置において、
　前記電極ユニットは、ベタ部と、前記ベタ部から前記電極ユニットの外周方向に延伸す
る複数の延伸部とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４６８】
　（付記４）
　付記１乃至３のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近
傍に形成された他の薄膜トランジスタを更に有し、
　前記他の薄膜トランジスタは、前記反射電極の下方に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４６９】
　（付記５）
　付記１乃至４のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインに隣接するように形成された蓄積容量バ
スラインを更に有し、
　前記蓄積容量バスラインの少なくとも一部が、前記反射電極の下方に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７０】
　（付記６）
　付記１乃至４のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記他のゲートバスラインに隣接するように形成された蓄積容量バ
スラインを更に有し、
　前記絶縁層の縁部が、前記蓄積容量バスライン上に位置している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７１】
　（付記７）
　付記１乃至６のいずれかに記載の液晶表示装置において、
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　前記絶縁層の表面に、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂直な筋状の凹凸が形
成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７２】
　（付記８）
　付記１乃至６のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の表面に、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂直な第１の筋状の凹
凸と、前記ゲートバスラインの長手方向に対して平行な第２の筋状の凹凸とが形成されて
いる
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７３】
　（付記９）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と、前記透過電
極上に形成され、前記透過電極に電気的に接続された反射電極とを有する画素電極とを有
する第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記透過電極は、接続パターンにより互いに接続された複数の電極ユニットより成り、
　前記反射電極は、表面に凹凸が形成された絶縁層を介して、前記電極ユニットの上方に
形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７４】
　（付記１０）
　付記９記載の液晶表示装置において、
　前記電極ユニットは、ベタ部と、前記ベタ部から前記電極ユニットの外周方向に延伸す
る複数の延伸部とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７５】
　（付記１１）
　付記１０記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記データバスラインに交差し、前記複数の電極ユニットのいずれ
かに対向するように形成された蓄積容量バスラインを更に有し、
　前記反射電極は、前記ベタ部から突出し、前記蓄積容量バスラインの上方に前記絶縁層
を介して形成された突出部を更に有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７６】
　（付記１２）
　付記９乃至１１のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の表面に、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂直な第１の筋状の凹
凸と、前記ゲートバスラインの長手方向に対して平行な第２の筋状の凹凸とが形成されて
いる
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７７】
　（付記１３）
　付記１乃至１２のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極は、前記絶縁層の縁部で前記透過電極に接続されている
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　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７８】
　（付記１４）
　付記２又は９記載の液晶表示装置において、
　前記接続パターンは、前記電極ユニットの中心線近傍に形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４７９】
　（付記１５）
　付記１乃至１１のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極は、前記反射電極の中心線近傍で前記透過電極に接続されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８０】
　（付記１６）
　付記１乃至１５のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第２の基板は、前記絶縁層上の前記反射電極に接し、前記液晶層の液晶分子の配向
方向を規制する配向規制用構造物を更に有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８１】
　（付記１７）
　付記１乃至１６のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第２の基板は、カラーフィルタ層と；前記カラーフィルタ層の下に形成され、前記
液晶層の液晶分子の配向方向を規制する配向規制用構造物とを更に有し、
　前記反射電極の上方領域のうちの、前記配向規制用構造物が形成されている領域を除く
領域には、前記カラーフィルタ層に開口部が形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８２】
　（付記１８）
　付記１乃至１７のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第１の基板は、前記データバスラインの近傍に形成され、前記絶縁層と同一絶縁層
より成り、前記液晶層の液晶分子の配向方向を規制する配向規制用構造物を更に有する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８３】
　（付記１９）
　付記１８記載の液晶表示装置において、
　前記配向規制用構造物の平面形状は、三角形又は四角形である
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８４】
　（付記２０）
　付記１乃至１９のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の縁部に、前記反射電極が形成されていない領域が存在している
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８５】
　（付記２１）
　透明基板上に形成された絶縁層と；前記絶縁層上に形成された反射電極と；前記反射電
極上及び前記透明基板上に形成されたカラーフィルタ層と；前記反射電極に隣接する領域
の前記カラーフィルタ層上に形成され、前記反射電極に電気的に接続された透過電極とを
有する第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
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あって、
　前記反射電極上に存在する前記カラーフィルタ層の厚さが、前記透過電極下に存在する
前記カラーフィルタ層の厚さより薄い
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８６】
　（付記２２）
　付記２１記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の表面に筋状の凹凸が形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８７】
　（付記２３）
　付記２２記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極の一部が前記カラーフィルタ層上に露出しており、
　前記透過電極が、前記反射電極のうちの前記カラーフィルタ層上に露出している部分に
接続されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８８】
　（付記２４）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と、前記透過電
極に電気的に接続され、表面に凹凸が形成された反射電極とを有する画素電極とを有する
第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、方位角又は極角方向の反射強度に指向性が付与され、上方にカラーフ
ィルタ層が形成された第１の領域と、上方に前記カラーフィルタ層が形成されていない第
２の領域とから成り、
　前記第１の領域の前記反射電極により反射される光の反射強度の指向性と、前記第２の
領域の前記反射電極により反射される光の反射強度の指向性とが等しくなるように、前記
第２の領域が配されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４８９】
　（付記２５）
　付記２４記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極の表面には、前記凹凸が同心状に形成されており、
　前記第２の領域は、前記反射電極の中心部に配されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９０】
　（付記２６）
　付記２４又は２５記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極は、表面に凹凸が形成された絶縁層上に形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９１】
　（付記２７）
　付記２４乃至２６のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記第２の領域の平面形状は、多角形状、円形状又は楕円形状である
　ことを特徴とする液晶表示装置。
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【０４９２】
　（付記２８）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された透過電極と、前記透過電
極に電気的に接続され、表面に凹凸が形成された反射電極とを有する画素電極とを有する
第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記画素電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、方位角又は極角方向の反射強度に指向性が付与され、上方にカラーフ
ィルタ層が形成された第１の領域と、上方に前記カラーフィルタ層が形成されていない第
２の領域とから成り、
　前記第１の領域の前記反射電極により反射される光の反射強度の指向性と、前記第２の
領域の前記反射電極により反射される光の反射強度の指向性とが異なり、
　前記第１の領域の前記反射電極により反射される光の反射強度が、前記第２の領域の前
記反射電極により反射される光の反射強度より大きくなるように、前記第２の領域が配さ
れている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９３】
　（付記２９）
　付記２８記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極の表面には、筋状の凹凸が、前記ゲートバスラインの長手方向に対して垂
直な方向に揃うように形成されており、
　前記第１の領域は、前記筋状の凹凸の端部を除く領域であり、
　前記第２の領域は、前記筋状の凹凸の端部を含む領域である
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９４】
　（付記３０）
　付記２９記載の液晶表示装置において、
　前記反射電極は、絶縁層上に形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９５】
　（付記３１）
　付記２８乃至３０記載の液晶表示装置において、
　前記第２の領域の平面形状は、多角形状、円形状又は楕円形状である
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９６】
　（付記３２）
　付記２４乃至３１のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記カラーフィルタ層の色によって前記第２の領域の面積が異なっている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９７】
　（付記３３）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍にそれぞれ形成
された薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタにそれぞれ電気的に接続された反射電
極とを有する第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記反射電極に対向する対向電極を有する第２の
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基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、帯状の樹脂層上に配列されており、
　前記帯状の樹脂層の表面に、筋目の方向が前記帯状の樹脂層の長手方向に対して垂直な
皺が形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９８】
　（付記３４）
　付記３３記載の液晶表示装置において、
　前記帯状の樹脂層は、前記反射電極間の領域から横方向へ突出するパターンを更に有す
る
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０４９９】
　（付記３５）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された反射電極とを有する第１
の基板と、
　前記第１の基板に対向して設けられ、前記反射電極に対向する対向電極を有する第２の
基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する液晶表示装置で
あって、
　前記反射電極は、筋目が同心状の皺が表面に形成された、樹脂層上に形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０５００】
　（付記３６）
　付記３５記載の液晶表示装置において、
　前記樹脂層は、多角形状、円形状、又は楕円形状に形成されている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０５０１】
　（付記３７）
　付記３３乃至３６のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記樹脂層の厚さは、１～４μｍである
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【０５０２】
　（付記３８）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍にそれぞれ形成
された薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタにそれぞれ電気的に接続された反射電
極とを有する第１の基板と、前記第１の基板に対向して設けられ、前記反射電極に対向す
る対向電極を有する第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された
液晶層とを有する液晶表示装置の製造方法であって、
　前記第１の基板を形成する工程は、透明基板上に帯状の樹脂層を形成する工程と；前記
帯状の樹脂層の表層部分を選択的に硬化させる工程と；前記帯状の樹脂層に対して熱処理
を行うことにより、前記帯状の樹脂層の表面に、筋目の方向が前記帯状の樹脂層の長手方
向に対して垂直な皺を形成する工程と；前記帯状の樹脂層上に、複数の前記反射電極を配
列するように形成する工程とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０３】
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　（付記３９）
　付記３８記載の液晶表示装置において、
　前記帯状の樹脂層を形成する工程では、前記反射電極間の領域から横方向へ突出するパ
ターンを有する前記樹脂層を形成する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０４】
　（付記４０）
　ゲートバスラインと；前記ゲートバスラインに交差するように形成されたデータバスラ
インと；前記ゲートバスラインと前記データバスラインとの交差部の近傍に形成された薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタに電気的に接続された反射電極とを有する第１
の基板と、前記第１の基板に対向して設けられ、前記反射電極に対向する対向電極を有す
る第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入された液晶層とを有する
液晶表示装置の製造方法であって、
　前記第１の基板を形成する工程は、透明基板上に島状の樹脂層を形成する工程と；前記
島状の樹脂層の表層部分を選択的に硬化させる工程と；前記島状の樹脂層に対して熱処理
を行うことにより、前記島状の樹脂層の表面に、筋目が同心状の皺を形成する工程と；前
記島状の樹脂層上に前記反射電極を形成する工程とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０５】
　（付記４１）
　付記３８乃至４０のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記樹脂層を形成する工程の前に、前記透明基板上に遮光膜を形成する工程を更に有す
る
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０６】
　（付記４２）
　付記４１記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記反射電極を形成する工程は、前記遮光膜上及び前記樹脂層上に、反射膜を形成する
工程と；前記反射膜と前記遮光膜とを一括してパターニングし、前記反射膜より成る前記
反射電極を形成する工程とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０７】
　（付記４３）
　付記３８乃至４２のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記樹脂層に対して熱処理を行う工程では、前記樹脂層に対して１９０～２４０℃で熱
処理を行う
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０８】
　（付記４４）
　付記３８乃至４３のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記樹脂層の表層部分を硬化させる工程の前に、前記樹脂層に対して１１０℃～１７０
℃の熱処理を行う工程を更に有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５０９】
　（付記４５）
　付記３８乃至４４のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記樹脂層の表層部分を硬化させる工程では、イオン注入、プラズマ照射、紫外線照射
及びレーザ照射のいずれかを行うことにより、前記樹脂層の表層部分のみを硬化させる
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
 



(57) JP 4540355 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

【０５１０】
　（付記４６）
　付記３８乃至４５のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記樹脂層を形成する工程では、前記樹脂層を１～４μｍの厚さで形成する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５１１】
　（付記４７）
　付記３８乃至４６記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記反射電極を形成する工程は、前記透明基板上及び前記樹脂層上に反射膜を形成する
工程と；前記樹脂層の上方におけるフォトレジスト膜の膜厚が０．３μｍ以上となるよう
に、前記フォトレジスト膜を形成する工程と；前記フォトレジスト膜をパターニングする
工程と；前記フォトレジスト膜をマスクとして前記反射膜をエッチングすることにより、
前記反射膜より成る前記反射電極を形成する工程とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【０５１２】
　（付記４８）
　付記３８乃至４６のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記反射電極を形成する工程の前に、ＩＴＯ膜より成る透過電極を形成する工程を更に
有し、
　前記反射電極を形成する工程は、前記ＩＴＯ膜より膜厚の厚いＭｏＮ膜又はＴｉ膜より
成る導電膜と、前記導電膜上に形成されたＡｌ膜とから成る反射膜を形成する工程と、前
記反射膜をパターニングすることにより、前記透過電極に接続された前記反射膜より成る
反射電極を形成する工程とを有する
　ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【０５１３】
【図１】本発明の第１実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。
【図２】本発明の第１実施形態による液晶表示装置を示す断面図（その１）である。
【図３】本発明の第１実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その２）及び断面図（
その２）である。
【図４】本発明の第１実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その３）である。
【図５】本発明の第１実施形態による液晶表示装置を示す断面図（その３）である。
【図６】反射表示の際における各画素の表示状態を示す平面図である。
【図７】透過表示の際における各画素の表示状態を示す平面図である。
【図８】光の反射率の視角特性の測定方法を示す図である。
【図９】光の反射率の視角特性を示すグラフである。
【図１０】本発明の第２実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。
【図１１】本発明の第２実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その２）である。
【図１２】本発明の第２実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図１３】反射表示の際における各画素の表示状態を示す平面図である。
【図１４】透過表示の際における各画素の表示状態を示す平面図である。
【図１５】本発明の第２実施形態による液晶表示装置の視角特性を示す図である。
【図１６】本発明の第３実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。
【図１７】本発明の第３実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図１８】本発明の第３実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その２）である。
【図１９】本発明の第３実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その３）である。
【図２０】本発明の第３実施形態の変形例による液晶表示装置を示す平面図（その１）で
ある。
【図２１】本発明の第３実施形態の変形例による液晶表示装置を示す平面図（その２）で
ある。
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【図２２】本発明の第４実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図２３】本発明の第４実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図２４】本発明の第５実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図２５】本発明の第５実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図２６】本発明の第５実施形態の変形例による液晶表示装置を示す断面図である。
【図２７】本発明の第５実施形態の変形例による液晶表示装置を示す平面図である。
【図２８】本発明の第６実施形態による液晶表示装置を示す平面図（その１）である。
【図２９】本発明の第６実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図３０】本発明の第６実施形態による液晶表示装置の評価結果を示すグラフである。
【図３１】比較例による液晶表示装置を示す平面図である。
【図３２】本発明の第６実施形態による液晶表示装置の反射部及び比較例による液晶表示
装置の反射部を示す平面図である。
【図３３】本発明の第６実施形態の変形例（その１）による液晶表示装置の反射部を示す
平面図である。
【図３４】本発明の第６実施形態の変形例（その１）による液晶表示装置の評価結果を示
すグラフである。
【図３５】本発明の第６実施形態の変形例（その２）による液晶表示装置の反射部を示す
平面図である。
【図３６】本発明の第７実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図３７】本発明の第７実施形態による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。
【図３８】本発明の第７実施形態による液晶表示装置の評価結果を示すグラフである。
【図３９】本発明の第７実施形態の変形例による液晶表示装置の反射部を示す平面図であ
る。
【図４０】本発明の第８実施形態による液晶表示装置の反射部を示す平面図である。
【図４１】本発明の第８実施形態による液晶表示装置の色度座標を示すグラフである。
【図４２】本発明の第９実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図４３】本発明の第９実施形態による液晶表示装置を示すＡ－Ａ′線断面図である。
【図４４】本発明の第９実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（その
１）である。
【図４５】本発明の第９実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（その
２）である。
【図４６】本発明の第９実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（その
３）である。
【図４７】本発明の第９実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（その
４）である。
【図４８】本発明の第９実施形態による液晶表示装置の変形例を示す平面図である。
【図４９】本発明の第１０実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図５０】本発明の第１０実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図５１】本発明の第１０実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（そ
の１）である。
【図５２】本発明の第１０実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図（そ
の２）である。
【図５３】本発明の第１０実施形態による液晶表示装置の変形例を示す平面図である。
【図５４】本発明の第１１実施形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図５５】本発明の第１１実施形態による液晶表示装置の製造方法を示す工程断面図であ
る。
【符号の説明】
【０５１４】
２…ＴＦＴ基板
４…ＣＦ基板、対向基板
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６…液晶層
８…液晶パネル
１０…ガラス基板
１２…ゲートバスライン
１４…Ｃｓバスライン
１６…Ｃｓダミーバスライン
１８…薄膜トランジスタ
２０…ゲート絶縁膜
２２…チャネル層、アモルファスシリコン膜
２４ａ…ソース電極
２４ｂ…ドレイン電極
２６…Ｃｓ対向電極
２８…データバスライン
２９…絶縁膜、保護膜
３０ａ、３０ｂ…コンタクトホール
３２…透過電極
３４…電極ユニット
３５…サブピクセル
３６ａ…ベタ部
３６ｂ…延伸部
３８…接続パターン
４０、４０ａ…絶縁層、樹脂層
４１…突出部
４２…凹凸
４４…配向規制用構造物
４６…液晶分子
４８…反射電極
４９…突出部
５０…接続パターン
５２…画素電極
５４…透過部
５６…反射部
５８…ガラス基板
６０…ブラックマトリクス層
６２…カラーフィルタ層
６４…開口部
６６…平坦化層
６８…対向電極
７０…配向規制用構造物
７２…光拡散層
７４…透明樹脂層
７６…開口部
７８…コンタクトホール
８０…スペーサ
８２ａ…無着色領域
８２ｂ…着色領域
８４…チャネル保護膜
８６…コンタクト層、ｎ＋型アモルファスシリコン膜
８８…突出パターン
９０…積層膜
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９２…フォトレジスト膜
９４…フォトレジスト膜
９６…導電膜
９８…フォトレジスト膜
１００…フォトレジスト膜
１０２…開口部
１０４…ＩＴＯ膜
１０６…フォトレジスト膜
１０８…フォトレジスト膜
１１０…遮光膜
１１２…フォトレジスト膜
１１４…フォトレジスト膜

【図１】 【図２】
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要解决的问题：提供一种反射和透射型液晶显示装置，其具有优异的透
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接的发送电极32a和与发送电极电连接的反射电极48b，与第一基板相对
设置的第二基板，具有与像素电极相对的对置电极，以及带电的液晶层
在第一基板和第二基板之间。反射电极48b形成在与栅极总线12a不同的
栅极总线12b上方，隔着绝缘层40
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